
- 1 -

平成２６年知内町議会第４回定例会（１日目）

◎ 招集年月日 平成２６年１２月１０日（水）

◎ 招集の場所 知内町役場 議場

◎ 開 会 日 時 平成２６年１２月１０日（水） 午前 ９時３０分

◎ 閉 会 日 時 平成２６年１２月１０日（水） 午後 ３時３４分

◎ 出 席 議 員

１番 西 山 和 夫 ７番 谷 口 康 之

２番 木 村 一 ８番 吉 田 峰 一

３番 松 井 盛 泰 ９番 森 永 勉

４番 泉 政 栄 １０番 伊 藤 政 博

５番 敦 澤 良 子

◎ 会議録署名議員 ２番 木 村 一 ９番 森 永 勉

◎ 欠 席 議 員 な し

◎ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した説明員

町 長 大 野 幸 孝

副 町 長 網 野 真

総 務 企 画 課 長 手 塚 恵 一

総務企画課政策室長 小田島 伸 二

生 活 福 祉 課 長 松 崎 輝 幸

湯 ノ 里 保 育 所 長 福 井 誠一郎

産 業 振 興 課 長 西 野 俊 一

建 設 水 道 課 長 佐々木 孝 幸

出 納 室 長 藤 谷 亘

教 育 長 田 中 健 一

教 育 次 長 大 館 光 晴

高 校 事 務 長 田 中 志津夫

スポーツセンター長 上 村 政 美

（給食センター長） 大 館 光 晴

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 村 上 義 久

議 事 係 長 上 野 真 吾
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平成２６年知内町議会第４回定例会議事日程

（第１号） 平成２６年１２月１０日（水）午前９時３０分開議

日程 議 件 番 号 議 件 名

第１ 会議録署名議員の指名 ２番、木村一君、９番、森永勉君

第２ 委員会報告第1号 議会運営委員会報告について（委員長報告）

第３ 会期の決定について

第４ 議長の諸報告

第５ 町長の行政報告

第６ 委員会報告第2号 総務文教常任委員会所管事務調査報告について（委員長報告）

第７ 委員会報告第3号 経済民生常任委員会所管事務調査報告について（委員長報告）

第８ 追跡質問

第９ 議 案 第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて

第10 議 案 第 ２ 号 町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正

する条例について

第11 議 案 第 ３ 号 議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正す

る条例について

第12 議 案 第 ４ 号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第13 議 案 第 ５ 号 平成２６年度知内町一般会計補正予算（第７号）について

第14 議 案 第 ６ 号 平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について

第15 議 案 第 ７ 号 平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について

第16 議 案 第 ８ 号 平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて

第17 議 案 第 ９ 号 平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について

第18 議 案 第 1 0 号 平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第４号）について

第19 議 案 第 1 1 号 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について

第20 議 案 第 1 2 号 知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等事務に

関する事務の受託の廃止について

第21 議 案 第 1 3 号 知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等事務に

関する事務の受託の廃止について

第22 議 案 第 1 4 号 知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等事務に

関する事務の受託の廃止について

第23 議 案 第 1 5 号 電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事務の委託について

第24 議 案 第 1 6 号 知内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

第25 議 案 第 1 7 号 知内町複合施設条例の制定について

第26 議 案 第 1 8 号 知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

第27 議 案 第 1 9 号 知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について
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日程 議 件 番 号 議 件 名

第28 議 案 第 2 0 号 知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について

第29 議 案 第 2 1 号 知内町学童保育条例の一部を改正する条例について

第30 議 案 第 2 2 号 町道路線の認定について

第31 意見書案第１号 必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書の提出につ

いて

第32 意見書案第２号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員

と処遇改善を求める意見書の提出について

第33 意見書案第３号 介護保険制度及び子ども・子育て支援新制度に関する予算の充

実・強化を求める意見書の提出について

第34 意見書案第４号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用

に関する意見書の提出について

第35 議 長 発 議 議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について

● 開会宣言・開議・議事日程

◎ 議 長（伊藤政博）

おはようございます。

平成２６年第４回定例会にお集まりいただきまして、ありがとうございます。

今年最後の議会になろうかと思いますので、今年１年いろいろと皆様には議会活動

にご尽力いただきましてありがとうございます。最後の議会となると思いますので、

よろしくご審議の程お願いしたいと思います。

只今の出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、平成２６年第４回知内町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

● 会議録署名議員の指名

◎ 議 長（伊藤政博）

日程第１、『会議録署名議員の指名』を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２番、木村一

君及び９番、森永勉君を指名します。

● 委員会報告第１号 議会運営委員会報告について（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）



- 4 -

次に第２、委員会報告第１号、『議会運営委員会報告について』を議題と致します。

議会運営委員会は、去る１２月３日に開催されており、委員長からその内容につい

て、報告を求めます。

議会運営委員会委員長、敦澤良子君。

なお、委員長は体調いまいちでありますので、自席での報告を許します。

◎ 議会運営委員会委員長（敦澤良子）

只今議長よりご配慮いただきまして、自席の報告ということでございますので、僭

越ながらお許しをいただき、この場で報告させていただきたいと思います。

委員会報告第１号、議会運営委員会報告について。

平成２６年度知内町議会第４回定例会の議会運営について、別紙のとおり報告する。

平成２６年１２月１０日提出。知内町議会議長、伊藤政博。

２ページをお開きください。議会運営委員会報告書。

平成２６年知内町議会第４回定例会開催にあたり、本委員会に付託された議会運営

に関する件について審議した結果、下記のとおり運営することに決定したので、会議

規則第７７条の規定により報告します。

平成２６年１２月１０日提出。知内町議会運営委員会委員長、敦澤良子。知内町議

会議長、伊藤政博殿。

記、１．会議開催状況。開催日、１２月３日。出席委員、敦澤・木村・西山・谷口

・森永。欠席委員、説明員はなし。事務局、村上・上野。

２．会期について。今定例会の会期は、１２月１０日から１１日までの２日間とし

たい。

３．議事日程について。議事日程については、別紙配付のとおりである。なお、重

要な案件については、議会運営委員会を開催することとし、議事日程の追加や変更は、

議長に一任する。

４．付議案件について。付議案件は、諸報告１件、行政報告１件、委員会報告３件、

議案２２件、意見書案４件、議長発議１件である。

５．意見書案について。提出案件は、別紙のとおり４件である。

６．議長の諸報告及び説明委員の出席については、別紙配付のとおりである。以上

でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで議会運営委員会報告を終わります。

本日の議事は、只今、議会運営委員会委員長より報告のあったように進めてまいり

ます。

● 会期の決定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３、『会期の決定について』を議題にします。

お諮りします。本定例会の会期は、只今、議会運営委員会委員長から報告があった

とおり、本日から明日１１日までの２日間にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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異議なしと認めます。したがって、会期は本日から明日１１日までの２日間と決定

しました。

● 議長の諸報告

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第４、『議長の諸報告』を行います。

平成２６年第３回知内町議会定例会以降における議長の諸報告並びに町長はじめ特

別職、管理職員の出席要求については、既に印刷の上、皆様のお手元に配付のとおり

でありますので、ご了承願います。

● 町長の行政報告

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第５、『町長の行政報告』を行います。

町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

おはようございます。平成２６年第４回知内町議会定例会を開会するにあたり、行

政報告を申し上げます。

第３回定例会以降、今議会までの町行政の主な事項について、別紙によりご報告を

申し上げます。

まず、第１点目は、知内町総合防災訓練の実施についてであります。去る１０月７

日、きらく町内会を対象に知内町総合防災訓練を実施致しました。実施内容は大地震

による大津波警報が発令されたとの想定で、避難訓練及び情報伝達、交通規制、消防

車搬送、炊き出し訓練等であります。また、消防署による放水訓練、初期消火訓練、

救急訓練、心肺蘇生法も実施したところであります。避難場所を旧知内小学校グラウ

ンド、墓地公園、知内しおさい園としたところであります。訓練参加者は、きらく地

区住民、幼稚園、保育園、小・中・高校生、しおさい園入所者及び関係１０団体で、

総勢７６２名の方に参加をいただいたところであります。

２点目は、まちづくり懇談会の開催状況についてであります。１０月１４日から１

０月３１日まで、各町内会に出向いて、まちづくり懇談会を開催したところでありま

す。冒頭、昨年度の懇談で出された課題や意見に対する対応状況について説明し、今

年度の基本方針である７項目９５施策について、施策の内容や事業の進捗状況につい

て、資料により説明後、意見交換をさせていただいたところであります。また、本年

度は特に町民プール、子ども交流センター複合施設等木質バイオマスエネルギー活用

施設の概要説明を行い、矢越山荘の建替事業の概要についても合わせて説明をさせて

いただいたところであります。出席者数については、１３町内会で総勢２０３名の方

に出席をいただきました。

３点目は、災害時における物資等の緊急輸送に関する協定についてであります。去

る１０月２０日に町民センターにおいて、知内町と一般社団法人函館地区トラック協
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会との間で災害時における物資の緊急輸送に関する協定を締結させていただいたとこ

ろであります。協定の主な内容は、災害時における被災者支援に必要な生活必需品及

び災害応急対策に必要な資機材等の輸送に関するものであります。なお、協定書につ

いては、資料１として添付をさせていただいたところであります。

次に４点目は、全国町村長大会等各種総会への出席状況であります。去る１１月１

８日に東京都で開催の全国治水砂防促進大会、同じく１９日にＮＨＫホールで開催の

全国町村長大会、同じく２０日に東京都で開催の水産業振興漁村活性化推進大会、同

じく全国山村振興連盟通常総会、全国山村振興法改正延長実現決起大会、また、１１

月２６日に同じく東京で開催の治水事業推進全国大会、２７日の災害促進全国大会に

出席を致しました。なお、それぞれの大会の提言書、決議書、特別決議書、提案要望

書については、資料２から資料８としてそれぞれ添付させていただいておりますので、

お目通しをいただければと思います。

次に５点目は、松前半島道路建設促進期成会設立総会についてであります。去る１

１月２６日に函館市において、松前半島道路建設促進期成会設立総会が開催され、網

野副町長が出席を致しました。期成会規約については、資料９として添付させていた

だいておりますが、渡島西部４町の町長、議長により、平成６年８月に設立致しまし

た松前半島道路整備期成会については、この度函館市、北斗市を加えて期成会を立ち

上げたことで、発展的解消をすることとしたところであります。なお、総会後、函館

開発建設部を訪問し、要望、意見交換をしたところであります。要望書については、

資料１０として添付をしております。

６点目は、渡島廃棄物処理広域連合の動向についてであります。去る１０月２３日、

平成２６年第２回定例議会が開催され、発議案第１号、議席の指定、選挙第１号、副

議長の選挙については、議長指名により長万部町の辻義雄氏が指名されたところであ

ります。また、同意第１号の副広域連合長の選任同意については、長万部町長の木幡

正志氏の選任に同意したところであります。一般質問については、八雲町の佐藤智子

氏から電気料に関する件と自家発電に関する件について一般質問がありました。承認

第１号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について、承認第２

号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に関する協議について、承認

第３号、北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について、承認第４号、

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議については、原案どおり承認

されたところであります。また、議案第１号、平成２６年度渡島廃棄物処理広域連合

一般会計補正予算について、認定第１号、平成２５年度渡島廃棄物処理広域連合一般

会計決算認定については、提案どおり可決、認定されたところであります。また、発

議案第２号、議会運営委員の選任については、福島町の平野氏、木古内町の福島氏、

七飯町の牧野氏、森町の西村氏、八雲町の佐藤氏、北斗市の山本氏の６名が選任され

たところであります。発議案第３号の閉会中の所管事務調査については、原案どおり

可決されました。また、意見書案第１号の北海道電力の電気料再値上げに関する意見

書については、原案が否決されたところであります。

次に７点目は、後期高齢者医療広域連合の動向についてであります。去る１１月５

日に平成２６年第２回定例会が開催され、議案第６号の平成２５年度北海道後期高齢

者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第７号の平成２５年度北

海道後期高齢者医療広域連合、後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定については、提

案どおり認定されたところであります。また、議案第８号の平成２６年度北海道後期
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高齢者医療広域連合一般会計補正予算について、議案第９号の平成２６年度北海道後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計補正予算についても原案どおり可決された

ところであります。また、議案第１０号、議案第１１号の専決処分の承認については、

それぞれ提案どおり承認され、報告第３号として、月例現金出納結果が報告されたと

ころであります。

８点目は、渡島西部広域事務組合の動向についてであります。平成２６年１２月５

日に第３回定例会が開催され、議案第１号、職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について、議案第２号の消防救急デジタル無線整備工事、松前・知内・木古内

消防署請負契約の議決変更について、議案第３号の平成２６年度渡島西部広域事務組

合一般会計補正予算第４号については、提案どおり可決されたところであります。以

上、８点について行政報告とさせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、行政報告を終わります。

● 委員会報告第２号 総務文教常任委員会所管事務調査報告について

（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第６、委員会報告第２号、『総務文教常任委員会所管事務調査報告につい

て』を議題とします。

調査は、議会閉会中に実施されております。

本件について、委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員会委員長、西山和夫君。

◎ 委 員 長（西山和夫）

委員会報告第２号、総務文教常任委員会所管事務調査報告について。

平成２６年度における総務文教常任委員会の所管事務調査に関わる結果について、

別紙のとおり報告する。

平成２６年１２月１０日提出。知内町議会議長、伊藤政博。

総務文教常任委員会所管事務調査報告書。

平成２６年度における常任委員会所管事務調査を、下記のとおり実施したので、会

議規則第７７条の規定により報告する。

平成２６年１２月１０日提出。知内町議会総務文教常任委員会委員長、西山和夫。

知内町議会議長、伊藤政博殿。

記、１．調査月日、平成２６年８月１１日（１日間）２．調査委員、委員長、西山

和夫。副委員長、木村一。委員、松井盛泰、泉政栄、吉田峰一、森永勉。３．説明員、

田中教育長、大館教育次長、長谷川学校教育係長、網野副町長、手塚総務企画課長、

帰山総務係長。４、事務局員、村上事務局長、上野係長。５、調査事項（１）インク

ルーシブ教育について。（２）土砂災害による危険区域について。

６．調査意見

（１）インクルーシブ教育について

平成２３年の障がい者基本法改正に伴い、特別支援教育の推進が求められ、当町に

於いては、平成２５年度からインクルーシブ教育システム構築モデル事業として各小
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学校、中学校、高等学校を対象とし実施している。

当該事業は、障がいを持つ子が、可能な限り普通学級で授業を受けることができる

よう構築された事業である。現状では、卒業後に社会で孤立したり、別な施設への入

所を余儀なくされている状況にあり、地域全体での受け入れや、共生する社会の実現

に取り組むことが重要である。そのためには学校・行政・地域住民が一体となって事

業を推進していくことが必要である。

卒業後の就労については、障がい者雇用率制度により、一定程度の雇用については

義務化されており、また、雇用に対する補助金制度についても整備はされているもの

の、長引く不況や企業の事情により、受け入れ態勢が不十分となっており、雇用が進

んでいない状況にある。

就職先としては、あすなろ学園（江差町）等の厚生施設はあるものの、就職できな

い子どもが多くいることから、あすなろ学園と同様な厚生施設について、町内若しく

は渡島西部四町への設置運営について、企業誘致等を検討することも必要と思われる。

当該事業は、国のモデル事業として平成２７年度まで実施される予定であるが、平

成２８年度以降についても、町単独で継続実施していくことが重要と思われることか

ら、事業推進にあたっては充分協議し進められるよう強く望むものである。

（２）土砂災害による危険区域について

土砂災害法に基づき、平成２５年度までに北海道による基礎調査が実施され、町内

では新たに１８箇所が警戒区域及び特別警戒区域として指定をされ、町内では全３０

箇所が危険箇所となっている。

今回、警戒・特別警戒区域として指定された場所は、小谷石地区に集中しており、

当該地区は現在、行政と民間両者による、自然を利用した観光振興が進められている

事から、地域住民のみならず、観光客に対しても、土砂災害による警戒・特別警戒区

域である旨を周知する必要があると思われることから、看板等の設置を検討すべきと

考える。

避難場所については、警報の種類によって、町内会館と現在建設中の矢越山荘を指

定していることから、地域住民に対し周知徹底を図り、避難場所への誘導など、町内

会と連携を蜜にし、必要な事項についても再確認することが必要と考える。

なお、町内全避難施設に備蓄されている防災用備品における飲料水等の更新につい

ては、消費期限が同一年に集中しているため、地区毎に更新するなど効率のよい作業

を望むものである。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、総務文教常任委員会の所管事務調査報告を終わります。

● 委員会報告第３号 経済民生常任委員会所管事務調査報告について

（委員長報告）

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程７、委員会報告第３号、『経済民生常任委員会所管事務調査報告について』

を議題とします。

調査は議会閉会中に実施されております。

本件について、委員長の報告を求めます。
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経済民生常任委員会委員長、谷口康之君。

◎ 委 員 長（谷口康之）

委員会報告第３号、経済民生常任委員会所管事務調査報告書について。

平成２６年度における経済民生常任委員会の所管事務調査にかかる結果について、別紙

のとおり報告する。

平成２６年１２月１０日提出。知内町議会議長、伊藤政博。

経済民生常任委員会所管事務調査報告書。

平成２６年度における常任委員会所管事務調査を、下記のとおり実施したので、会議規

則第７７条の規定により報告します。

平成２６年１２月１０日。知内町議会経済民生常任委員会委員長、谷口康之。知内町議

会議長、伊藤政博殿。

記、１、調査月日、平成２６年９月３日（水）（１日間）２、調査委員、委員長、谷口康

之。副委員長、吉田峰一。委員、木村一、泉政栄、敦澤良子の方々であります。３、説明

員、網野副町長、松崎生活福祉課長、佐藤介護保険係長、小保内保健師。４、事務局員、

村上事務局長、上野係長。５、調査事項、（１）介護保険制度について。

６、調査意見

（１）介護保険制度について

平成２７年度からの介護保険制度の改正については、一定以上の所得がある介護サ

ービス利用者の負担割合を現行の１割から２割に引き上げることや特別養護老人ホー

ムの入所にあたって要介護１以上であったものが要介護３以上となる入所要件の見直

し、さらには、これまで介護保険制度の中で行ってきた要支援１、２の認定者につい

ては、一部の介護サービスにおいて市町村事業である地域支援事業に段階的に移行す

ることなどが大きな目玉となっている。

特別養護老人ホームの入所にあっては、これまで要介護１から入所できていたもの

が、要介護３以上でなければ入所できないため、これまで以上の在宅介護が求められ

ていくことになる。また、要支援１、２の対象者も含めヘルパーやケアマネジャーの

人材確保やボランティアも含めマンパワーをどう確保していくかなど大きな課題とな

っている。現状でも難しい中で在宅介護が大幅に増えていく状況において、町事業と

して財政負担が増となることも想定されるが、介護難民を作らないよう各関係機関と

連携を図りながら体制を整え、諸課題は色々あると思われるが、それらに対応した第

６期の介護保険計画の策定を望むものである。以上であります。

◎ 議 長（伊藤政博）

これで、経済民生常任委員会の所管事務調査報告を終わります。

なお、只今、報告がありました２常任委員会の報告内容については、理事者におい

てこれを行政に十分反映されるよう、議長からも要望します。

● 追跡質問

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第８、『追跡質問』を行います。
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質問ありませんか。

（「なし」の声あり）

質問がないようですから、追跡質問を終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

只今、町長から今定例会に上程しております議案について、説明したい旨の申し出

がありました。

これを許します。町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

議員の皆様には大変、お忙しい中、平成２６年第４回知内町議会定例会にご参集を

いただき、誠にありがとうございます。

今議会で上程しておりますのは、議案２２件であります。

議案第１号、専決処分の承認を求めることについてでありますが、本議案は、今月

１４日に衆議院議員総選挙が執行されますが、衆議院の解散から選挙まで短期間であ

り、選挙にかかる予算について、議会招集の暇がないことから一般会計予算の２款総

務費、４項選挙費、６項衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に７７４万７

千円の追加補正を専決させていただいたところであります。

次に議案第２号は、町長、副町長に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改

正する条例についてであります。国家公務員の人事院勧告に準拠し、町職員の期末・

勤勉手当の引き上げに伴い、１１月２６日に報酬審議会を開催をし、答申をいただき、

本条例を改正するものであります。

議案第３号は、議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条

例についてでありますが、議案第２号と同様の内容であります。

議案第４号は、知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。国家公務員の人事院勧告に準拠し、町職員の通勤手当、勤勉手当の引き上げ

と給料表の改定のための条例改正であります。

議案第５号は、平成２６年度知内町一般会計補正予算（第７号）で、歳入歳出に１

６９万９千円の追加補正でありますが、主な内容については、職員の給与等の見直し

に伴う人件費の追加、北海道知事道議会議員選挙費の追加、福祉灯油購入助成補助金

の追加、農地水保全管理支払事業交付金負担金の追加、町民プール備品購入費の追加、

除雪ドーザ購入事業ほか事業費の確定見込みによる減額などであります。議案第６号

から議案第９号は、知内町国民健康保険事業特別会計、知内町後期高齢者医療特別会

計、知内町介護保険特別会計、知内町公共下水道事業特別会計の平成２６年度補正予

算であります。補正予算の主な内容については、保険給付費等の確定、あるいは見込

みによる追加、もしくは減額と、給与改定等による人件費の追加などであり、４会計

合わせて６４万１千円の減額補正するものであります。

議案第１０号は、平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第４号）であります。

補正予算内容内訳は、中ノ川橋添架橋実施設計業務ほか建設改良費に３６３万円を追

加補正するものであります。

議案第１１号は、 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約変更についてでありますが、

滞納整理機構議員の選挙と選挙区関係市町村を変更するものであります。

議案第１２号から１４号までは、知内町と奥尻町、松前町、江差町の各町における
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電子情報処理組織による戸籍事務等に関する事務の受託の廃止についてであります。

本年第１回定例会で事務受託の議決をいただき、事務作業を進めてまいりましたが、

今般、七飯町、鹿部両町が今年度サーバー更新するにあたって、共同利用への参加申

し出があり、いずれの自治体においても、費用負担の軽減が図られるため、６町での

共同利用について協議し、この度、正サーバーを七飯町に設置し、七飯町に事務委託

するため、本町と奥尻、松前、江差の各町との共同事務の受委託を廃止するものであ

ります。

議案第１５号は、電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託について

であります。議案第１２号から１４号までにより、これまでの共同事務を廃止して、

新たに七飯町を含む６町で共同事業を実施することとし、七飯町に事務の委託をする

ために提案するものであります。

議案第１６号、知内町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります

が、出産育児一時金の変更に伴い、条例改正をするものであります。

議案第１７号は、知内町複合施設条例の制定についてでありますが、本年度竣工の

町民プール・子ども交流センター複合施設についての目的及び名称、位置を定めるも

のであります。

議案第１８号は、知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定についてでありますが、子ども子育て支援法の規定に基づ

き、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものであ

ります。

議案第１９号は、知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてありますが、児童福祉法の規定に基づき、家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定めるものであります。

議案第２０号は、知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてでありますが、児童福祉法の規定に基づき、放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものであります。

議案第２１号は、知内町学童保育条例の一部を改正する条例についてでありますが、

新たに複合施設が整備されることと、児童福祉法の規定に基づき、設置場所、定員及

び対象児童等の変更をするものであります。議案第２２号は、町道路線の認定につい

てでありますが、地元町内会から認定要望があり、きらく６号線を新たに町道路線と

して認定するものであります。議案の内容につきましては、後ほど担当課長の方から

説明をさせますので、ご審議の上、議決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。

● 議案第１号 専決処分の承認を求めることについて

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第９、議案第１号、『専決処分の承認を求めることについて』を議題とし

ます。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）
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議案第１号、専決処分の承認を求めることについて。

地方自治法第１７９条第１項の規定によって別紙のとおり専決したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

次のページです。専決処分書。

平成２６年度知内町一般会計について。

予算補正の必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕が無いので、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、次のとおり専決する。

記、平成２６年度知内町一般会計補正予算（第６号）について。

平成２６年度知内町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７７４万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億５，９８１

万６千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致しますので、４ページをお開きいただきたいと思います。

２款総務費、４項選挙費、６目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

に７７４万７千円を追加するものであります。内容は、平成２６年１２月１４日執行

の衆議院議員総選挙にかかる経費として、１節報酬から１６節原材料費まで、それぞ

れ必要と見込まれる額を追加するものであります。なお、財源につきましては、全て

国庫委託金となります。次に歳入を説明致しますので、３ページをお開きいただきた

いと思います。

１３款国庫支出金、３項委託金、１目総務費委託金に７７４万７千円を追加し、７

８９万９千円とするものであります。内容は衆議院議員総選挙にかかる委託金として

追加するものであります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。これから議案第１号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第２号 町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正

する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１０、議案第２号、『町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例
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の一部を改正する条例について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第２号、町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条

例について。

町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例の一部を次のように改正する。

次のページです。町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正す

る条例。

町長、副町長に対する期末手当支給に関する条例（昭和４４年条例第６号）の一部

を次のように改正する。

説明につきましては、資料で行いたいと思いますので、予算説明資料見だしナンバ

ー１、総務企画課１ページをお開きいただきたいと思います。条例の新旧対照表です。

今回の改正は過日開催をされました知内町特別職報酬等審議会の答申に基づき、町長、

副町長、教育長の期末手当を現行、年間１００分の３９５を１００分の４１０とし、

１００分の１５を引き上げるものであります。なお、この引上率につきましては、人

事院勧告と同率となってございます。それでは、議案の方に戻っていただきたいと思

います。

附則として、この条例は公布の日から施行し、平成２６年１２月１日から適用する。

また、附則の第２、第３につきましては、特別措置について規定しておりますので、

お目とおしを願いたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。よろしく

お願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。これから議案第２号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第３号 議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正す

る条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１１、議案第３号、『議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の

一部を改正する条例について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）
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議案第３号、議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

について。

議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

次のページです。議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する

条例。

議会議員に対する期末手当支給に関する条例（昭和４４年条例第２６号）の一部を

次のように改正する。

第２条第１項中「１００分の３９５」を「１００分の４１０」に改める。

今回の改正につきましては、過日開催をされました知内町特別職報酬等審議会の答

申に基づき、議会議員の期末手当を年間１００分の１５を引き上げるものであります。

なお、この引き上げ率につきましては、人事院勧告と同率となってございます。

附則として、この条例は、交付の日から施行し、平成２６年１２月１日から適用す

る。

また、附則の第２につきましては、特別措置について規定しておりますので、お目

通しを願いたいと思います。

また、総務企画課資料２ページには、新旧対照表を掲載してございますので、ご参

照願いたいと思います。以上で説明を終わります。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

議員としても大変ありがたいことなんだろうなと思いますけれども、ただ、全国町

村議会で設置されているですね、議会活性化研究会とあるんですけれども、そこでも

いろいろと報酬に関して審議されております。大々的に議会の特に地方議会の議員の

報酬というのは低いという中で、まして、地方によって政務調査費もないという現状

があります。そういう中では、確かに最終的にまとめとすれば、これからの議員の後

継者として若年層が出づらい環境にあるだろうという結び方をしているんですけれど

も、そのためにも何としてでも議会報酬は改善すべきだという答申を出しているんで

すけれども、ただ、後ほど出る説明資料、多分、これは職員の方で出るんでしょうけ

れども、民間給与との格差の比較とあるんですよね。それで、そしたら地方も我々の

知内町の民間の業者の状況どうなんだろうという中で、今ボーナスもないという話も

昨日聞きましたし、いろいろと団体で違うようでありますけれども、そういう中で、

議員が果たして、今この条例改正に則って、人事院勧告に則って報酬の一部を上げて

いいのかという。確かにいろいろと全国的な動きの中では、先ほどいうような答申も

出ていますし、必要最小限というのはあるんでしょうけれども、今、手法として、ど

ういう手法があるのかわかりませんけれども、これを可決して、議員としてそれを多

分、今、選挙でアベノミクスやっていますけれども、それで最終的に地方創生という

形の中で、地方にそういう加減が出たときには、上げてもいいんだろうという気が致

します。それでまず、手法としてこの条例を採択して、議会発議という形なのか、ち

ょっとその辺、不勉強ですけれども、一時据え置くと、議会でそれを一時据え置くと

いう方法もあるだろうし、今、否決するという方法もあるだろうし、いろいろある中

で、私はそのどっちかを選択すべきだなという気が致しております。
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◎ 議 長（伊藤政博）

質疑、今の。質問。

◎ １ 番（西山和夫）

だから、これ議会でちょっと揉んでくれれば。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午前１０時１７分 ）

（ 再開 午前１０時１８分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開致します。

今、西山議員から質疑という形で出されましたが、内容については、討論に相当す

るので、後ほど討論で行いたいということでありますので、それを認めます。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これから討論を行います。

討論ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。繰り返しになりますけれども、全国町村議会議員連盟の中で、議会活

性化研究会という部門がありまして、それで議員の報酬を審議した経過がございます。

その中で、最終的にいろいろと改正理由は載っているんですけれども、最終的に将来、

議員を確保する手段として、今、非常に報酬が低いだとか、いろいろ議論があるんで

すけれども、要は今、地方の企業等が果たしてアベノミクス効果で企業的に豊かにな

っているのかという状況の中で、昨日、一部民間の企業の方から聞いた意見によれば、

ボーナスもない、まして、いろいろ手当も軽減されたという中で、我々確かに人事院

勧告の中でのこういう提案だとはいえ、果たして議会として今、知内町の企業、財政

的に還元されている状況でもないだろうし、少なくとも今、我々の役目とすれば、こ

れからのアベノミクスの中でデフレ脱却等訴え上げていますので、最終的にそれらの

様子を見ながら、我々として判断してもいいだろうと思いますので、今、ここで否決

ということは多分あり得ないかもしれませんけれども、私とすれば、少なくとももう

少しこの課題については、議員として議論すべき内容であろうということで、とりあ

えず、今、議会発議というのは、いろいろ手法的に無理でありますので、まず、この

提案については、反対をさせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

反対討論でありました。ほかに討論ありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

１番議員さんの言うこともわかりますけれども、この度の部分ではですね、私は極

端な大幅な値上げということではなくて、今１番議員さんが言いましたように、これ

からうちの町としても議員を目指す方々に出てもらいたいということで、その部分と

報酬ではちょっと低いということはわかるんですけれども、そのためにも、この報酬

の値上げがこれからもずっとこのまま続くというわけではなくて、来年になればまた

下がる可能性だってあると思うんですけれども、その辺についてもう少しですね、長
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い目で見て、我々のこれからの議員の確保ということも考えながら、この部分につい

ては、私は賛成したいと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようでありますから討論を終わります。

これから議案第３号を採決します。この採決は起立により行います。

本案に賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立多数 ）

起立多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第４号 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１２、議案第４号、『知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第４号、知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。

知内町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

次のページです。知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。

知内町職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１号）の一部を次のように改正

する。

説明につきましては、資料で行いますが、本日配付をしております別冊の資料、平

成２６年度人事院勧告の概要という資料でまず、説明をさせていただきます。この資

料２ページ以降に人事院勧告の概要について記載をしておりますが、それの２６年度

分をまとめたものが１ページ目であります。平成２６年度の国家公務員給与について、

平成２６年８月７日に人事院勧告が出され、これを受け１１月１２日に改正給与法が

成立致しました。その主な改正内容につきましては、（１）に記載のとおり、民間給

与との格差等に基づく給与改定ということになっております。これは、平成２６年４

月１日から遡及適用をするものであります。まず、給与表の改定でありますが、これ

は初任給、若年層に重点を置いた改定となっております。平均０．３％と引き上げで

す。後ほど新旧対照表で説明をしたいと思います。

それと、諸手当の改定でありますが、まず、１点目が通勤手当の改定です。民間の

支給状況等を踏まえ、使用距離に応じて改正するというものです。これも後ほど新旧

対照表で説明をしたいと思います。

それと次が期末勤勉手当の改定であります。民間の支給割合に見合うよう年間０．

１５月分引き上げるというものです。現行３．９５のものを４．１に引き上げるもの

であります。なお、引き上げ分は、勤勉手当に配分するということになってございま

す。それで、下の表につきましては、２６年度勤勉手当の支給の仕方、それから、２

７年度の支給の仕方について記載をしてございます。
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それで、予算説明資料の総務企画課資料の３ページをお開きいただきたいと思いま

す。３ページがまず、通勤手当の関係であります。これが先ほど言いました通勤手当

の改定、左側が現行、右側が改正後ということになってございます。それと４ページ

です。４ページにつきましては、中段から給与表が載ってございます。４ページから

１０ページまで給与表が右側が改正後ということで平均０．２％の引き上げというこ

とになってございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致し

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

７番、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

ちょっと参考のためにお伺いしたいんですけれども、うちの役場の職員の方々で、

片道１０ｋｍ未満ということになっていまして、４，２００円ということで、町とし

ては職員の方々、だいたい距離的にいって最高でどのくらいの距離になっているのか、

その辺ちょっとまず、お知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

最高で片道１０ｋｍを超える方はちょっと今、正確な数字を抑えていないんですが、

後ほど詳細を調べてお知らせします。１０ｋｍ以上は２・３名だということで抑えて

います。概ねは１０ｋｍ未満の方々ばかりです。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

以前、昇給制度の改善ということで、ラスパイレス９０．９から現行で多分１０４

くらいになったんだろうと思いますけれども、今この人事院勧告を受けて、これを今、

採択をする前の今の額と、この採択後の額というのは、ラスパイレスどういうふうに。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。平成２６年のラスパイレス指数につきましては、先日発表されま

して、当町は９７．２％だったと思います。それで、この人事院勧告どおり改定をし

た場合なんですが、国も引上げになりますので、概ね同率程度だろうということで想

定はしてございます。どうしても国の年代別の人数と市町村の年代別の人数が違いま

すので、若干変動はあるかと思いますが、国どおりの人勧の引上げですので、概ね同

じ程度だろうということで想定しております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

以前、この制度改正を見れば、給与調整等で国家公務員、独自削減もという形で１

０４という数字、インターネットを見ていても、１０３．９という数字が出てくるん

ですけれども、この数字と今の９７．２％ですか、これはどういうふうに見れば。
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◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。国の方で給与削減を実施しましたので、そのときは知内町のラス

パイレス指数が１０４点いくらになったんですが、国家公務員の給与削減終わりまし

たので、元に戻りましたので、それで今９７．２％ということになってございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

考え方だけお知らせください。俺てっきりラスパイレス１００超えているのかなと

思って想定をしていたんですけれども、１００以下ということであればちょっと変わ

るので、考え方だけ教えていただきたいと思います。国の基準のラスパイレス１００

を基準にそれぞれ増減あるわけですけれども、それを割るということで、国以下だと

いうことは理解したんですけれども、それで、住宅手当だとか、勤務手当、これは独

自で国の基準と町の基準を比べれば、独自で要するに今までは多分、他町から見ても、

知内町の給与体制というのは低かったということで、いろいろあったんでしょうけれ

ども、その分として、そういう手当である程度補足するという自分なりに取り方して

いたんですけれども、今回１００に近い９７．２という数字になって、その辺の改正

というのは考えているのか、それとも、今後もそういうある程度、国の基準よりも上

乗せ基準、先ほど７番議員から出た通勤手当も４，１００円から４，２００円ですか、

これも国の基準からすれば高いんだろうと思いますけれども、その辺、どう解釈すれ

ばいいのか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。先ほど説明致しましたが、通勤手当、人事院勧告に基づいて、国

家公務員と同じ額になってございます。それと給与につきましても、当町、人事院勧

告を準拠してということで従来からやってございます。それと、ラスパイレス指数に

つきましては、当町ずっと国より下回ってございました。一時９２という数字もござ

いましたが、それが何年か前の改定で、今現在９７まできているというのが現状でご

ざいます。たまたま１００を超えたのは、国家公務員が独自削減をしたその年だけで

ありますので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。それと、住宅手当

の関係についても、国に準拠してやっておりますが、今、ちょっと国とはずれた手当

の支給になってございますが、それは持家手当、それから借家手当等なんですが、こ

れも国の制度を準拠した中で、今後、検討していきたいとふうに思っております。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

確認なんですけれども、住宅手当に関する国の基準というのは２，５００円で、町

は５千円、あくまでもこれは持家ですけれども、借家で上限２７，０００円くらいで

すか、という数字をちょっと抑えているんですけれども、それは間違いですか。ちょ

っとその辺の確認だけお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）
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総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

持家は５千円になっています。借家の方につきましては、払っている家賃に対して

概ね２分の１以内、ただし上限を決めてございますので、その上限以内ということで。

持家は先ほど言いましたように月額５千円を支給しています。先ほど説明しましたが、

今、住宅手当の関係は、当初、国の人事院勧告に合わせて支給をしてございました。

それが持家５千円、それから、家賃に対する支給ですね、それが国の方は今、制度改

正になりまして、持家等の支給はなくなってございますが、うちの方はまだ支給をし

てございます。ただ、これについても今後、国の制度に合わせて検討していきたいと

いうことでうちの方では今、考えてございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩します。

（ 休憩 午前１０時３３分 ）

（ 再開 午前１０時４０分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

総務企画課長。人事院勧告の内容について。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

人事院勧告の内容の前に先ほどの通勤手当の関係です。片道１０ｋｍを超える方、

私、２・３名程度と言いましたが、申し訳ございません。７名おりました。片道１０

ｋｍ以上を超える方が７名です。それから、１０ｋｍ未満の方が５名、今現在おりま

す。それから、人事院勧告の内容であります。別冊で渡しております資料の２ページ

以降です。まず、先ほどもちょっと説明を致しましたが、そこに記載しております一

番上、本年の給与勧告、平成２６年分のまず、給与勧告ですが、民間給与との格差で

０．２７あったので、それを埋めるために給与表の水準を引き上げるというものです。

これが平均０．３％のものであります。それと、ボーナスを引き上げるということで、

０．１５分引き上げるというものであります。これが大きなものであります。それと、

先ほどこのページ一番下、２の（３）に書いていますが、通勤手当、通勤手当につい

ても、使用距離に応じて引き上げるというものが、平成２６年にかかる勧告でありま

す。それと今度、平成２７年に関わるものなんですが、２ページ目の上の四角書きの

今度、下の方に書いてある部分です。俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総

合的な見直しということで、国家公務員に出された勧告は、まず、地域の民間給与水

準を踏まえて、俸給表の水準を平均２％引き下げるというものです。平成２７年４月

１日から先ほどの給与表、今度は平均２％引き下げるというものです。それと、地域

手当の見直しをするというものです。それから、３番目として、職務勤務実績に応じ

た給与配分をするということで、広域異動手当、単身赴任手当を引き上げるというも

のであります。それで、その下に星印で書いてございますが、平成２７年４月から３

年間これを実施しまして、３年間の経過措置としてやるものですよという。それから、

段階的に実施に必要な原資確保のために平成２７年１月の昇級を１号抑制をするとい

うものであります。それで、その次のページをちょっと開いていただきたいと思いま

す。その次のページ、それから、その更に次のページですね、最後のページになりま

す。２、職務や勤務実態に応じた給与配分というのがあります。広域異動手当、これ

について引き上げるというものです。国家公務員ですから異動がありますので、資料
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の一番最後のページです。一番上の２、職務や勤務実積に応じた給与配分ということ

で、先ほどもご説明しましたが、（１）として、広域で異動をする移動手当をまず引

き上げるという。それから、（２）として、単身赴任手当を引き上げるというもの。

それから（３）として、本府省業務調整手当として、これも引き上げるというもの。

それから（４）として、管理職員の特別勤務手当も今度は勤務１回につき６千円を超

えない範囲内で支給をする。これら様々な手当が今、国家公務員には支給をされるこ

ととなっております。それと俸給表については、先ほど言いましたように、平均２％

引き下げるというものであります。それで、これら各種手当ての引上げ等に伴い、そ

の原資を確保するという意味で、来年１月１日からの昇級を１号抑制するという勧告

になってございます。したがって、うちの町と致しましては、これら今、出ました各

種手当については、地方公務員、当町職員の手当には特に該当しないものであります

ので、その原資の確保という意味では、１号抑制をしないことというふうにして考え

てございます。管内的にもこれについて実施する、または、実施をしないということ

で分かれて今回なっているということで、当町の方では抑えております。それと、こ

の来年４月以降の勧告の内容については、３月の定例議会でうちの町としては条例改

正を提案したいということで思っております。以上で説明を終わらせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が新たに追加されて行われました。これも含めて質疑を受けます。

ほかに質疑ございませんか。

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今、説明を聞いている中でですね、民間との格差が２．７というふうに当初思った

のですが、現在のラスパイレス指数が９７．２、最終的には１００に持っていこうと

いう考え方なのか、その辺だけちょっと確認。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。特に１００に近づけるという意味で給与改定はしてございません。

あくまでも、人事院勧告に準拠して今、改定をしてございます。うちの町の年齢構成

で考えますと、なかなか給与表も国で使っている給与表も下の方を使っておりますの

で、なかなか今のままでは１００を超えるということはないだろうということで考え

ております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

総合的見直しということで、若年層に配慮した給料体制の配分になるということで

すけれども、１つ目になるんですか、地域民間給料との水準を踏まえてということな

んですけれども、それで、２番の方に民間給料との格差ということで、例題出してや

っているんですけれども、当町としては、民間との差額、その辺はどの程度と抑えて

いるんですか。当町としての考え方として。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。
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◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。申し訳ございません。うちの町内のということだと思うのですが、

うちの町内の民間給与実態というのは、実際抑えてはございません。ただ、先ほども

説明、町長、副町長の方からも説明があったとおり、地方なかなか今、国が大企業が

延びているような状況で地方の中小事業体までは景気回復というか、そういうことは

なっていないと思います。ですから、国が言っている民間給与と比べると、当町との

事業所の実態はもっと下がるんだろうとは思ってございますが、その辺はちょっと把

握してございませんので、ご了承を願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

その見直しの繰り返すようですけれども、地域の民間給与水準を踏まえてという言

葉があるわけですよね、全国的にそれぞれの市町村でそれらを加味しながら、確かに

２％というある程度の基準はあるんでしょうけれども、それに則ってという考え方な

んでしょうか。ただ、地域の実態を把握して、更に下げるべきか、上げるべきかとい

う判断は、各町村、自治体に任せるという、裏を返せば、そういう取り方にも取れる

と思うんですけれども、その辺の理解の仕方というのは、単なる２％引き下げたから

という、要するに地域の実情を踏まえてという、２％下げた、それでよしとするとい

う考え方なのか、もう少し密に町内の企業の実態がどうなっているのかという把握を

すべきだと思うんですけれども、それに則って、２％下げてどうのこうのという説明

であれば理解はするんですけれども、その辺、もう一度、お伺いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。本来、町の職員の給与は、町で決定するというのが原則でありま

す。それが基本原則でありますけれども、従来からなかなか給与決定、どの基準を持

ってこの給与に格付するかというのは、なかなか１つの町単独で設定するというのは

厳しいということがありまして、国の人事院勧告を準拠する形で従来からやってござ

います。ただ、とはいうものの、国で使っている給与表をそのまま使うのではなくて、

下の方の低い部分だけを採択して利用していくという形で給与を抑えるような形で実

施してきました。今後もその辺はそれを基準に実施していきたいと考えておりますの

で、ご理解をいただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

確かにそういう配慮というのは、役場の中で最低限の表を基にして配慮しているん

だろうと思うんですけれども、ただ、こういう項目を見てしまえばですね、やっぱり

地域の実態というのは掴んでおかなければならないのかなと。ただ、簡単に給料体制

が地域の各企業の給料体制が把握できるかという問題に直面すれば、なかなか厳しい

こともあるんだろうと思うんですけれども、ただ、姿勢として、やはりそれらを可能

な限り調査して、町内の実態を踏まえて今後、検討をすべきだなと思いますので、そ

の辺よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）
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副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

今、１番議員さんのご指摘、ごもっともだということでお聞きしてございます。今、

総務企画課長からもお話しましたとおり、基本的にはそれぞれの自治体の給与という

ものは自治体で決定していくということが基本だろうというふうには思いますけれど

も、先ほどから繰り返しておりますとおり、実態としてマクロ的には、町内の経済情

勢というものは当然勘案ということはありますけれども、個別にそれぞれの事業所等

の給与そのものをどういう形で職員給与に反映させていくかという個別のことになり

ますと、なかなか作業的には難しいものがあるんだろうということの中で、実は都道

府県、あるいは、政令指定都市等ではそれぞれに人事院会を設けておりますけれども、

実は多くの自治体はそういう形がないので、結果的に国家公務員の人事院勧告に準拠

した形の給与でやっているということでございますので、ご理解をいただきますよう

よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

今、１番議員さんが言っている民間という言葉、１番議員は例えば、渡島西部四町、

この辺の付近の民間のことを指してものを言っているんだろうと思うんですよ。しか

し、国でいう民間というのは違うでしょう。ここで平均していけば、民間との格差が

これだけありますよという、２．７ありますよというけれども、１番の言っている民

間と国で示している民間とでは、余りにもギャップがありすぎるでしょう。その辺、

きちんと説明をしなかったら、結局こっちは理解できないと思うんですよ。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。民間との給与格差なんですけれども、先ほどもちょっと言いまし

たが、人事院勧告が民間給与との格差といっているのは、ある程度の従業員数を超え

る企業の給与を抽出して、それとの格差ということでやっています。ですから、人事

院勧告が格差というのも小さな中小企業の給与は反映されておりません。確かにそれ

は実態であります。ですから、その格差とましてや、うちの町内でいう我々、給与と

それから町内事業者の給与であれば、その格差は当然人事院勧告の格差とはまたもっ

と開きがあるんだろうということは考えてございます。ただ、先ほども言いましたよ

うに、給与の決定について、町で決定するのが原則でありますが、先ほども副町長言

いましたとおり、なかなか町で決定するというのが難しいということで全国の自治体

については、国の給与表を使って人事院勧告に準拠してという形になっているという

実態もまたご理解いただければということで思います。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから討論を終わります。
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これから議案第４号を採決します。本案を原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩致します。再開は１１時５分と致します。

（ 休憩 午前１０時５５分 ）

（ 再開 午前１１時１０分 ）

● 議案第５号 平成２６年度知内町一般会計補正予算（第７号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１３、議案第５号、『平成２６年度知内町一般会計補正予算（第７号）

について』を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第５号、平成２６年度知内町一般会計補正予算（第７号）について。

平成２６年度知内町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１６９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億６，

１５１万５千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

第２条は、地方債の補正であります。地方債の変更は「第２表地方債補正」による。

歳出より説明致しますので、２０ページをお開きいただきたいと思います。

１款１項１目議会費から２８５万４千円を減額し、６，３８７万４千円とするもの

です。内容は１節報酬から４節共済費まで、議員１名の欠員に伴う減額と議員期末手

当及び人事院勧告に基づく、職員給与の改定に伴う追加による増減であります。

次のページです。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費から２６４万６千

円を減額し、１億８，１９８万６千円とするものです。内容は２節給料から４節共済

費までは職員の異動に伴う減額と給与改定に伴う追加の増減、１３節委託料では、町

の例規集追録及び更新データ作成委託料に不足が見込まれることから９０万円を追加

するものです。

次のページです。３目財産管理費、補正額はありませんが、財源内訳を変更するも

のであります。

次のページです。６目企画総務費、補正額はございませんが、財源内訳を変更する

ものであります。

次のページです。１２目自治振興費に１３３万３千円を追加し、３，８４５万２千

円とするものです。内容は８節報償費に知内町顕彰条例に基づく功労表彰及び職員表

彰記念品として４万円の追加、１１節需用費で街路灯防犯灯電気料に不足が見込まれ

ることから９０万円、また、矢越山荘光熱水費として３万円を追加し、更にふるさと

納税への謝礼として特産品購入費として２４万６千円、１２節役務費に送料として５
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万４千円をそれぞれ追加するものです。また、矢越山荘へＷｉＦｉ環境設定するため

の経費として１２節役務費に通信料１万１千円、１３節委託料に５万２千円をそれぞ

れ追加するものであります。

次のページです。２項徴税費、１目税務総務費に５３万円を追加し、３，９１６万

３千円とするものです。内容は２節給料から４節共済費まで、給与改定に伴う追加で

あります。

次に３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費に２１万円を追加し、２，３９１万

７千円とするものです。内容は２節給料から４節共済費まで、給与改定に伴う追加で

あり、９節旅費では不足が見込まれることからその額を追加するものであります。

次のページです。４項選挙費、７目北海道知事及び北海道議会議員選挙費に２９８

万６千円を追加するものであります。内容は平成２７年４月１２日に執行がされます

北海道知事及び北海道議会議員選挙にかかる平成２６年度分の経費として、１節報酬

から１６節原材料費まで、それぞれ必要と見込まれる額を追加するものであります。

なお、財源につきましては、全て道費の委託金となってございます。

次のページです。５項統計調査費、１目人口農林商工教育統計調査費であります。

補正額はありませんが、節間での経費の変更であります。

次に４９ページをお開きいただきたいと思います。４９ページ、８款土木費、４項

住宅費、１目住宅管理費に８０万円を追加し、６２５万３千円とするものであります。

内容は公営住宅維持補修経費として７節賃金、１４節使用料及び賃借料に合わせて不

足が見込まれることから８０万円を追加するものであります。

次のページです。９款１項１目消防費に１９９万６千円を追加し、２億３，６２５

万６千円とするものです。内容は１９節負担金補助及び交付金で、渡島西部広域事務

組合負担金として追加するものですが、要因につきましては、職員給与改定に伴う人

件費の増によるものであります。

次のページです。２目災害対策費、補正額はございませんが、財源内訳の変更であ

ります。以上で総務企画課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

２９ページです。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費に１７８万８

千円を追加し、１億８９２万３千円とするものです。２節給料から４節共済費の追加

につきましては、平成２６年度人事院勧告によるものです。１９節負担金補助及び交

付金に福祉灯油購入費助成事業補助金１６８万円の追加で、うち７５万円は高齢者等

の冬の生活支援事業補助金が入っております。

続きまして、２目国民年金費に９２万４千円を追加し、１６１万９千円とするもの

です。１３節委託料の年金生活支援給付金システム導入委託料として９２万４千円を

追加するものです。予算説明資料見だし２の生活福祉課１ページに概要を載せてござ

いますので、ご参照を願いたいと思います。

続きまして、３目老人福祉費に２３９万２千円を減額し、１億９２４万円とするも

のです。２８節繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金保険基盤安定制度繰出金につ

いては、額の決定により２３９万２千円の減額です。

続きまして、５目介護保険費に３２万４千円を追加し、９，８５９万２千円とする
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ものです。２節給料から４節共済費につきましては、平成２６年度人事院勧告による

ものです。２８節繰出金介護保険特別会計繰出金として３０万５千円を追加するもの

です。これは、平成２６年度人事院勧告によるものです。

続きまして、３３ページ、３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費に１０３

万５千円を追加し、１億３，２４３万５千円とするものです。２０節扶助費、児童手

当に１０３万５千円の追加です。これは、対象者の増が見込まれるものです。

３目児童福祉施設費に３９万７千円を追加し、３，９９２万９千円とするものです。

２節給料から４節共済費の追加につきましては、平成２６年度人事院勧告によるもの

です。

続きまして、３５ページ。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費に６

２万５千円を減額し、４，５１０万１千円とするものです。２節給料から４節共済費

につきましては、平成２６年度人事院勧告の増額及び育児休暇による減額によるもの

です。

続きまして、２目予防費に６万６千円を追加し、３，１４６万円とするものです。

２３節償還金利子及び割引料、平成２５年度母子保健衛生費等国庫負担金返還金に額

の決定により６万６千円を追加するものです。

続きまして、４款衛生費、２項清掃費、１目清掃費に６１万９千円を追加し、１億

４，７３８万６千円とするものです。１９節負担金補助及び交付金、渡島西部広域事

務組合負担金に６１万９千円をそれぞれ追加するものです。以上で生活福祉課関係の

説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

産業振興課関係の補正予算について、ご説明致します。３８ページをお開きくださ

い。

６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費に６７万５千円を追加し、２，８

９９万５千円とするものであります。これは２節給料から４節共済費につきまして、

給与に関する条例の改正に伴い補正するものです。

次に３９ページ、３目農林水産業費に５６９万３千円を追加し、９，５７１万７千

円とするものであります。これは１１節需用費と１９節負担金補助及び交付金につき

まして、農地・水保全管理支払事業、今の多面的機能支払交付金事業の活動組織が現

在の中ノ川組織１組織に加えまして、新たに７組織が組織されまして、その追加があ

っため、事務費等負担金を追加補正するもので、内容につきましては、説明資料見だ

し３の産業振興課の１ページをお開き願います。多面的機能支払交付金制度の概要に

ついては、１ページの方に載っておりますけれども、既に中ノ川地区の方で実施して

おりまして説明しておりますので、事業の目的、活動内容等につきましては、省略さ

せていただきます。２ページの方ご覧ください。２ページの７番の多面的機能支払交

付金積算一覧表ということで、全部で８組織、一番上の中ノ川組織が既にもう２４年

から活動されておりまして、今回、森越地区以下の７組織が新たに町内で組織を作っ

て活動をしていくということの内容になっております。

議案に戻っていただきまして、４０ページ、４目農地費に２４万４千円を追加し、

９８３万８千円とするものであります。これは１９節負担金補助及び交付金の食料供

給基盤強化特別対策事業補助金、通称新パワーアップ事業補助金につきまして、平成
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２５年度繰越事業分の工事が受注した会社の破綻によりまして工事がストップし、残

ったことによりまして、その残工事分を平成２６年度へ予算組み替えすることに伴う

追加補正で、詳細につきましては、説明資料３ページをご参照願いたいと思います。

次に４１ページ、２項林業費、１目林業総務費に２８万８千円を追加し、１，７２

６万５千円とするものであります。これは２節給料から４節共済費につきまして、給

与に関する条例の改正に伴い補正するものであります。

次に４２ページ、３項水産業費、１目水産業総務費に１８万２千円を追加し、１，

５１８万６千円とするものであります。これは２節給料から４節共済費につきまして、

給与に関する条例の改正に伴い補正するものです。

次に４３ページ、７款１項商工費、１目商工総務費に１８万３千円を追加し、１，

３３０万２千円とするものであります。これは２節給料から４節共済費につきまして、

給与に関する条例の改正に伴い補正するものであります。以上で産業振興課関係の説

明を終わります。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

建設水道課でございます。４４ページをお開きください。

８款土木費、１項土木管理費、１目土木管理費に４０万２千円を追加して３，２８

２万３千円とするものでございます。これは２節給料から４節共済費まで、給与改定

に伴う追加でございます。

次のページ、４５ページをお開きください。２目下水道整備費から５１４万４千円

を減額致しまして、１億５，２１６万９千円とするものです。１９節負担金補助及び

交付金で、浄化槽の設置見込み数の減により５７０万円を減額し、２８節繰出金で下

水道事業特別会計繰出金として５５万６千円を追加するものでございます。なお、浄

化槽の設置見込み数につきましては、説明資料見だし４の２ページをご覧いただきた

いと思います。

次に４６ページでございます。２項道路橋梁費、２目道路維持費から１，１００万

円を減額し、６，９５９万５千円とするものです。これは１８節備品購入費で除雪ド

ーザーの購入事業の確定により減額するものでございます。

次のページでございます。４７ページでございます。４目道路橋梁改良工事費で２

３７万３千円を減額し、２，８７３万４千円とするものです。１５節工事請負費で、

道路改良工事の事業費確定により減額するものでございます。

次のページ、４８ページでございます。３項河川海岸費、１目河川総務費に２万円

を追加し、１，０８０万９千円とするものでございます。これは１７節公有財産購入

費で外記川砂防工事に伴いまして用地取得費２万円を追加するものでございます。以

上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に教育次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

それでは、教育費になります。５２ページをお開きください。

１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費に２７３万６千円を追加し、１億２，

４４３万５千円とするものです。２節給料から４節共済費までは、給与改定に伴う人

件費分として２６３万６千円の追加。２５節積立金でふるさと納税寄附金分の教育振
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興基金への積立金として１０万円を追加するものです。

次のページです。３目学校給食センター費に９万２千円を追加し、６，５４５万６

千円とするものです。３節職員給与等で７万８千円、それから、４節共済費に１万４

千円の追加ですけれども、いずれも職員の給与改定によるものです。

次に５４ページになります。４項高等学校費、１目学校管理費で、補正額はござい

ませんけれども、財源内訳で一般財源から地方債８０万円を変更するものですけれど

も、これは生徒の各種資格検定料が過疎ソフト事業債の適用となったことから財源変

更をするものです。

次に５５ページになります。５項幼稚園費、１目幼稚園管理費に１２２万６千円を

追加し、５，２７３万６千円とするものです。２節給料から４節共済費まで職員の給

与改定に伴い、それぞれ人件費分を補正するものであります。

次に６項社会教育費、３目郷土資料館費に１０万１千円を追加し、２，３４４万１

千円とするものです。２節給料から４節共済費まで職員の給与改定に伴う人件費分の

補正であります。

次に５７ページになります。７項１目保健体育費に３８８万３千円を追加し、５，

１７１万８千円とするものです。１１節需用費でスポーツセンターの消防用施設の修

理費として、誘導灯の安定器取替並びに非常用放送設備の予備電池交換費用として１

５万５千円の追加、また、複合施設の紹介用パンフレット２千部の印刷経費として２

１万円を追加するものです。また、１８節備品購入費では、プール用の備品購入費と

して３９５万円の追加並びにウォーキングマシンの購入費として入札執行残分ですけ

れども４３万２千円を減額、合わせて３５１万８千円追加するものであります。なお、

プール用備品の整備内容につきましては、教育委員会資料１ページをご覧いただきた

いと思います。以上で教育費の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致し

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

次に歳入、地方債の説明を総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

それでは、４ページをお開きいただきたいと思います。

９款１項１目地方交付税に１，０３８万２千円を追加し、１９億８，８７６万６千

円とするものです。内容は、今回の歳出補正に伴う財源調整として追加するものであ

ります。

次のページです。１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民営費国庫負担金に７

７万２千円を追加し、１億１，２３１万１千円とするものです。児童手当負担金に児

童手当の追加に伴う国庫負担金を追加するものであります。

次のページです。２項国庫補助金、１目土木費国庫補助金から６２８万５千円を減

額し、１，７９７万３千円とするものです。内容は浄化槽設置整備国庫補助金で事業

費の見込み減により６８万５千円の減。社会資本整備総合交付金では、除雪機械購入

費の減により交付金５６０万円を減額するものであります。

次のページです。３目民生費国庫補助金に９２万４千円を追加し、２，８９５万円

とするものです。内容は年金生活者支援給付金事務取扱交付金として追加をするもの

であります。

次のページです。６目衛生費国庫補助金に１９万９千円を追加するものです。内容

は、働く世代の女性支援のための推進事業補助金として追加をするものであります。
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次のページです。１４款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金から１６６

万３千円を減額し、８，００９万６千円とするものであります。内容は児童手当の追

加に伴い、道負担金１３万１千円の追加。保険基盤安定制度負担金では、後期高齢者

医療特別会計繰出金の減に伴い、１７９万４千円を減額するものです。

次です。２項道補助金、２目民生費道補助金に７５万円を追加し、１，４４１万１

千円とするものです。内容は、社会福祉介護保険基盤整備事業道補助金で福祉灯油購

入事業にかかる高齢者等の冬の生活支援事業分として追加をするものであります。

次です。３目農林水産業費道補助金に６万１千円を追加し、１億８，９８７万１千

円とするものです。内容は農業費道補助金で事業費の追加により、農地・水保全管理

支払事業助成金に１万６千円、食料供給基盤強化特別対策事業補助金に４万５千円を

それぞれ追加するものです。

３項委託金、１目総務費委託金に２９８万６千円を追加し、１，１４４万円とする

ものです。内容は北海道知事及び道議会議員選挙委託金として追加をするものです。

次に１６款１項１目寄附金に４０万円を追加し、６０万円とするものです。内容は、

増額が見込まれることから、ふるさと納税寄附金を追加するものであります。

１７款繰入金、２項基金繰入金、１目積立金繰入金から１，８００万円を減額し、

２億３７５万６千円とするものです。内容はふるさと創生事業基金繰入金及び公共施

設等整備基金繰入金で、それぞれ充当予定の事業財源を過疎ソフト事業債及び緊急防

災減災事業債に変更するため減額をするものであります。

次のページです。１９款諸収入、４項受託事業収入、３目土木費受託事業収入から

８７万３千円を減額し、１，２１３万７千円とするものです。内容は町道尾刺線付替

工事費の減額に伴うものであります。

次です。５項雑入、１目雑入に４万６千円を追加し、２，７２６万５千円とするも

のです。内容につきましては、生き生きふるさと推進事業助成金が交付決定となった

ことから追加をするものであります。

次のページです。２０款１項町債、２目土木債から６８０万円を減額し、２，８７

０万円とするものです。内容は過疎地域自立促進特別事業債で浄化槽設置整備事業の

減により５００万円、道路橋梁債では、町道森越稲荷線改良事業の減により８０万円

をそれぞれ減額し、除雪機械整備事業債では、除雪ドーザ更新事業の減により５５０

万円を減額、公共施設除雪機械購入事業、トラクターでありますが、これは起債の対

象となったことから４５０万円を追加するものであります。

次に３目教育債８０万円を追加し、１，５６０万円とするものです。内容は過疎地

域自立促進特別事業債で知内高校各種検定受講料金助成事業分として採択になったこ

とから追加するものです。

次に１０目総務債に１，８００万円を追加し、２億６，９７０万円とするものです。

内容は過疎地域自立促進特別事業債で、ふるさと創生事業分として４３０万円、緊急

防災減災事業債で庁舎電気設備改修事業分として２７０万円、防災行政無線等移設事

業分として１，１００万円をそれぞれ追加するものであります。

次に３ページをお開きいただきたいと思います。第２表地方債補正で、変更であり

ます。過疎地域自立促進特別事業債５，３００万円を限度額５，３１０万円に、緊急

防災減災事業債６，７９０万円を８，１６０万円に、道路橋梁債１，０８０万円を１，

０００万円に、除雪機械整備事業債１，１５０万円を１，０５０万円に、それぞれ変

更するものであります。なお、記載の方法、利率、償還の方法については、変更ござ
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いません。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑は先例により歳出から款毎に行います。

まず、１款議会費、ありませんか。

（「なし」の声あり）

次に２款総務費。

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

２４ページ、今回、ふるさと納税の関係で謝金出ていますが、歳入との絡みもあり

ますので、その辺をお許しいただきたい。見ますと、総体で６０万円寄附金をいただ

いてその半分を謝金に使うと。そのお礼する中身の問題、いろいろ考えているんだろ

うと思いますけれども、差し支えなかったらその辺をお知らせをいただきたい。さら

には、この６０万円の中でですね、教育振興基金に１０万円、あとの２０万円どっち

の方にいっているんだろうなと。もう１つは、この６０万円で何名からいただいてい

るのか、平均したらどのくらいいただいているのか、差し支えなかったらお知らせい

ただきたい。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今のふるさと納税に対する謝礼について、ご説明を申し上げます。これまでは、

ご承知のとおりいただいたふるさと納税につきましては、教育に使いましょう、子ど

も達の未来のために使いましょうということで、教育振興基金に全額積み立てるとい

うことでございました。当初予算で２０万円を見込みまして、全額教育振興基金の２

０万円を積み立てるという予算を当初予算で持ってございます。９月の定例会でもで

すね、一般質問の中でこれまではそのようなことであったんですけれども、せっかく

いただいたものの一部をですね、町の特産品でお返しすることは如何だろうというこ

とで、町長の方からもそのような方向性で、新年度から是非、取り組みたいというこ

とをお答えしているところでございます。先日ですね、１２月１日なんですけれども、

ＴＢＳの番組のＮスタという夕方の番組で、実はこれ北海道では放送されなかったよ

うなんですけれども、町のせっかくそのような取組、特に若い職員が町の振興のため

にどういう方向性でやるのかということをみんな真剣に議論している姿が報道してい

ただいた結果ですね、翌日からすごい全国からお問合せをいただいています。昨日現

在で、本当に九州・四国・関西方面から合わせまして、電話ですとか、メール、ファ

クシミリで昨日現在６３件のお問合せをいただいており、そのうち２０件、現実にじ

ゃあ、知内に寄付を致しますよという申し出をいただいています。放送の中では、新

年度から、来年４月からということではお知らせしていたんですけれども、是非、今

年からもう既に寄付をしたいよという申し出もいただいておりますので、それらも受

けまして、今年試験的にですね、せっかくですので、いただいたものの半分程度を上

限として町の特産品をお返ししていこうということを検討しております。その中で、

今、考えておりますコースと致しましては、農産品セットコース、ふっくりんこ５ｋ

ｇ、知内そば１箱、それとニラ何束か、そのセットが１つコースと、更に水産加工品

で漁組で取り扱っているカキですとか、ウニの一夜漬けですとか、ホタテですとか、
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ツブですとか、それらも含めた総合的なセットのコース、さらには別なコースと致し

まして、三洋食品のスライスサーモンを主体とした三洋食品の製品コース、更にもう

１つと致しまして、せっかく今年新たな特産品として釜飯を開発してございますので、

その３種類のものを１つとしたセット、それらのものからそれぞれ送料込みで５千円

未満となるセットコースを想定しておりますので、それらをお返ししていければとい

うことを想定した補正の内容でございます。２０万円の当初の差額ということでござ

いますけれども、先ほどご説明を申し上げました当初予算で歳入２０万円を持ちまし

て、全額基金の積立てということでございますので、結果、総体的な収入の見込み、

６０万円のうち３０万円は送料と謝金の購入費、残り３０万円のうち当初２０万円は

既に基金の積立予算がありますので、差額の１０万円を今回追加的に積み立てたいと

いう内容でございます。１人あたりの寄附金想定額なんですけれども、実はこの中に

ですね、これらの寄附金を想定する前に実は知内町出身者の方々、首都圏の方から３

名、あと函館の方から１件いただいておりまして、そちらの方は平均約３万円程度で

す。ただ、今回いろいろなお問合せをいただいている、申し出をいただいているのは、

ほとんどが１万円ということでですね、それらをならしますと、結局１万円の方々が

大勢を占めるかなという状況でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

人数は。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

すみません。今回の補正の中では、実はテレビ放送によるこのほどのお問合せをい

ただくということを実は想定しておりませんで、これまで町の出身者の方々の平均の

寄附金額３万円ということでございましたので、２０件を想定して、トータルを６０

万円程度であろうということで当初２０万円を持っておりましたので、今回４０万円

を追加ということだったんですけれども、今、ご説明を申し上げましたとおり、本当

に知内の出身ではない方々、九州の方ですとか、四国の方ですとか、そういう方が少

額であっても是非、そういう取組をしている町を応援したいよというメッセージをい

ただいておりますので、件数としては今、何件ということではありませんけれども、

大体金額としては６０万円程度は何とか今年収入できそうだという見込みでございま

す。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

１万円でも５千円、３万円でも５千円という解釈でいいんですね。あくまでも、２

分の１、半分という解釈。わかりました。中に見れば、例えば、ふっくりんこ、ニラ、

そばという、今、どこへ行ってもふっくりんこはあちこちでみんな使っているんです

よ、知内独自の例えば、ニラだとか、今、そばが新開発しましてですね、値段１箱９

５０円らしいです。これを例えば、５箱やってニラを付けたりとか、また別なものを

付けたりとか、そういうことをもう少し知内の産品をふっくりんこはどこでもやって

いるんだから、これは置いておいて、もう少し産品をですね、言葉悪い、議事録に載

ったらちょっとまずいかな、在庫処理みたいな格好になってもかまわないと思うんで

すよ。とにかく、どんどんどんどん出してですね、商品のＰＲを含めながらやってい

ただきたい。今、２番議員の方からもいろいろ質問があるようですから、私ここで止

めますけれども、そういうことでひとつ、よろしくお願いを致します。意見のような
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格好になりますけれども、その考え方について、ちょっとお尋ねしたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

先ほどのご説明の中でですね、新年度から是非、このようなことを取り組むことに

向けまして、本当に若手の職員がいろいろなアイディアを出し合いまして、知内町を

どうやってＰＲしていけるだろうかということを検討してまいりました。先ほどのご

説明、農協の部分につきましてはですね、町が一方的にということではありませんで、

農協の方にも今後、このようなことをした場合に農協としてどのようなものを提供し

ていただけるかということも調整した結果でございまして、その中に農協のご提案と

して、ふっくりんことニラとそばというお知らせをいただいて、そのような対応とい

うことなんですが、ただ、本当に今年試験的にこのようなことで進めさせていただい

て、きっといろいろな反響を今後いただくと思いますので、それらのお声もいただき

ながら、今ご指摘もありましたように、いろいろなバリエーションも今後持ちながら、

より知内町のＰＲにつながるような、また、特産品の販売につながるような制度にし

ていきたいというふうに考えております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

その他ございませんか。質疑。

９番、森永君。

◎ ９ 番（森永 勉）

ちょっと今の関連しまして質問させていただきますが、このふるさと納税者に対す

る税の減免措置がございますよね、今、質問されている方は知内に入ってくることを

言っているので、私は今、出て行く部分をちょっとお尋ねしたいんです。うちの町民

がどこかにふるさとに納税している場合、町の歳入の関係でどういう影響があるんで

しょう。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

その前に基本的な制度的なことについて前段ご説明を申し上げます。ふるさと納税

制度といいますのは、きっとご承知だとは思うんですけれども、２千円を超える部分

の寄付額につきまして、所得税で例えば、その方の所得税の適用税率が１０％であれ

ば、例えば、３万円ふるさと納税をされた方であれば、所得税の方でまず、３千円税

額控除、所得税から控除になります。残り２万８千円がその居住している町の住民税

の所得割の方から翌年度に税額控除になるという制度でございます。ですので、もし、

知内の方でどちらかの方に、ふるさとでなかったとしてもふるさと納税をされた場合

には、同額今の町民税の所得割にかかる部分が翌年度税額控除になることによって、

町の減収になるということであります。ただ、実態として、町民の方がですね、現実

に例えば、函館市だとか、札幌市だとか、ほかの町の方にふるさと納税をしていると

いう実態はまだ掴んでおりませんので、ただ、今後と致しましては、例えば、愛知県

のある町でですね、ふるさと納税で相当の収入を期待したところ、実は自分の市民が

他町に相当額のふるさと納税をしてしまって、結果、総体的にはマイナスになってし

まったということも一部報道されておりますので、そのようなことも今後、有り得る

かとは思いますが、ただ、知内町の実態からしてですね、外からいただく方が多いの
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かなということは想定しております。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかにありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

２４ページの街路灯の電気料の部分で、今回９０万円の補正をしているんですけれ

ども、多分、これは北電さんの値上げの部分だと思うんですけれども、ただ、今回、

わかるんですけれども、うちの町の街路灯とか、防犯灯の部分でですね、本当にきち

んと機能が１００％しているのか、私ちょっと疑問に思うものですから、その辺につ

いて、町としてもきちんとそういうものを点検しているのかなと思うんです。その辺、

まず、１点お知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。街路灯、防犯灯、特に防犯灯なんですか、それぞれ各町内会の方

から消えていたりとか、故障したりとかすると、各町内会の方から町の方にも来ます

し、町の方でも町内を巡回したおりに発見すれば、町の方で修理の方を手配するとい

うことで管理はしております。また、街路灯については、町道等であれば、建設水道

課の方で管理をして修理をしてございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

それならいいんですけれども、ただ、やはり私が毎朝出かけるときにですね、やは

りうちの町内会のある１箇所なんですけれども、常にほかのところがタイマーか何か

でやって消えているんですけれども、その街路灯１つだけがいつまでもつきっぱなし

になって、こういうあか天気のときでもつきっぱなしになっている部分があるもので

すから、その辺について、ちゃんと町の方できちんと管理しているのか、それとも、

全然町内会からも何もきちんと言っていないのかなと疑問に思ったので、その辺につ

いて何も把握はしていなかったんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。今の箇所については、ちょっと私の方では把握してございません

ので、あとで教えていただければと思います。ただ、先ほども申しましたが、原則的

には町内会の防犯灯については、町内会の方で切れたとか、故障しているとか何とか

というのはこちらに報告いただくことになっていますし、先ほども繰り返しになりま

すが、町の方でも交通安全等の巡視で回っている際に発見すれば、そういうことで対

応しているということでご理解をいただければと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。先ほどのちょっとふるさと納税に戻るんですけれども、確認の意味で

お尋ねします。いろいろ産品の詰め合わせあるということですけれども、基本的に町
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が例えばですよ、例え話として、５ｋｇ２千円の米があるとすれば、売価ですね、我

々一般町民が買う単価、要するに５ｋｇ２千円で買うということになれば、その産品

を町はどういう対応をするんですか。２千円で買い取るんですか。それとも、ある程

度、送料込みという話なので、その分をある程度、差し引いた中での業者からの仕入

れという形になるのか、まず、仕入れのポイント教えてください。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

例えば、農産品の場合にですね、今ＪＡといいますか、コープから購入することを

想定しているのですが、この場合に例えば仕入れとしてですね、コープの店舗の価格

ではなくて、一部原価ではないでしょうけれども、若干割り引いた価格で仕入れが可

能かというのは問合せをしているんですけれども、町が購入ということですから、系

統外のためにＡコープの店舗で売られている単価で購入してくださいということをお

知らせいただいています。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

Ｎスタが漁組に入ったときにどこの放送局だという話の中で、それ全国放送される

のか、道内はちょっと無理だろうという話を聞いたときに、組合の方にお尋ねがあっ

たという感じの中で、じゃあ、単価的にどういう内容で来たんだという話はこれから

だという話だったものですから、それで、一部、商工会値段という、要するに組合独

自で販売している単価があるんですけれども、その商工会値段でどうなんだという話

の中で、自分とのやり取りですよ、あくまでも、自分とのやり取りで、先ほど言うよ

うに、米、我々が５ｋｇ２千円で買うなら、送料込みということであれば、その分を

ある程度交渉しながら、じゃあ、１，８００円がいいのか、１，５００円がいいのか、

その辺は交渉だろうと。まして、マコガレイということになれば、単価的には我々の

原価と消費価格の売価とえらい差があるので、そしたら、そういう中で１千円で商工

会値段出したとしても、受け取る側は２千円、３千円の高価があったらすごいインパ

クトだろうと。ただ、それはそしたら浜のため、農家のため、林産業のためになるの

かということなんですよね。ある程度、それらを想定した中で還元されるようなある

程度単価というのは、それぞれ決めていくべきだろうなという議論をしたところなん

ですけれども、もう一度、その辺の考え方を。

◎ 議 長（伊藤政博）

政策室長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

只今、お送りする特産品の購入する単価の考え方につきましてなんですけれども、

お送りするのが寄付をいただいた方に町の特産品のまず、ＰＲするということが第一

の観点なんですけれども、もう１つの観点と致しまして、特産品の販売促進といいま

すか、一次産業の従事者の方々の所得というか、販売増につながればということも大

きな観点かと思われますので、可能な限りそれは定価といいますか、通常店舗で売ら

れている金額、ＡコープではＡコープの単価、漁協の方でも通常売られている単価で、

むしろ、買い求めてお送りした方が漁業者の所得の向上にもつながるであろうという

ことで、割り引いて仕入れさせていただくということは、現在想定はしておりません。



- 34 -

以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

すみません。２４ページの先ほど出ました防犯灯の電気料なんですけれども、これ

というのは、防犯灯の数量が増えての電気料アップなのか、それとも、電気料アップ

の影響なのか、お尋ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課政策室長（小田島伸二）

ご説明致します。数量でなくて、北電さんで値上げをした関係もございます。それ

と、去年から見て若干上がっていたんですが、当初予算である程度、見込まなかった

というのもあって、今回、追加をさせていただくものです。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

今回、北電に伴う追加ということでありますけれども、次年度、予算の中でもう既

にいろいろご検討だと思うんですけれども、今後の考え方として、特に知内小学校、

オール電化という中で、当時、記憶では８０万円という、年間電気料の使用料８０万

円という記憶があって、いろいろ他の小学校の灯油と電気と使い分けているところが

ありますので、知内小学校に関しては、オール電化でという話の中で、それが今後、

負担になるのか、ならないのかという話なんですけれども、それらを考えたときに、

いろいろ予算の中で、それに対する電気料の高騰に対する策というのはどのような今

のところ検討内容、もしあればお知らせいただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

ご説明致します。今、当町、知内町で使っている電気は全て北海道電力の方から購

入してございます。それで、今、電気の自由化もありまして、違う業者の方からも問

合せがきております。確かに聞いてみますと、北電さん、現在よりはいくらか安い値

段で購入できるということでありますので、うちの方も次年度、その辺、どこから電

気を購入するかということで、今、検討をさせていただいております。

◎ 議 長（伊藤政博）

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

追加でちょっと説明させていただきますが、発電しているのは北海道電力なんです

が、民間事業者が大量に北海道電力から電気を購入して、それをまたいろいろな民間

だとか、役場だとかに売ると。そうすると、北電さんから購入するよりも安い単価で

販売できるということで、今うちの町にも問合せがきていますので、その辺、検討を

しながら可能であれば購入もしていきたいなということで、今、検討しているという

ことです。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。
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（ 休憩 午前１１時５６分 ）

（ 再開 午前１１時５７分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

そういう方向で削減に向けて努力をされているということなんですけれども、先般、

議会研修会でバイオマス発電ということで、特に道東の方で大企業が入って、チップ

が足りないということで、道南であれば、知内が今、チップ工場を立ち上げたという

ことで、余っているのであればそれを買いたいというお話もありました。ただ、道南

全域で考えた場合、そのチップ材、廃材からいろいろあるんでしょうけれども、利用

価値が要するに、利用する数量が道南地区は依然としてまだ余る状態にあると。それ

を何とか有効利用しようということで、知内を含めいろいろこれから検討するんだと

思いますけれども、ただ、道東がそういうバイオ発電を作って、業者が知内からチッ

プを外部に出してしまう、ただそれだけでいいのかという、周りの人達の反応を見れ

ば、大して良いことだという反応なんですけれども、自分的にはちょっと係長も言っ

ていましたけれども、できれば、地場でそういうチップ、いろいろなバイオを含めて

消費すれば、木材を含めて消費すればいいんだろうと思いますけれども、ただ、今、

現状として、じゃあ、道南でどうなんだという、発電基地もありませんし、そういう

意味で、議長、もし飛躍しているんだったら止めてください。そういう意味で、ちょ

っと発電所、道南で作ってもいいんだろうなという気がするんですよ、道南エリアの

要するにスギの産地をほとんど占めているわけですから、そういう中で四町なり連携

して、渡島、檜山が連携して、それを要するに渡島で集約してチップの利用を図りま

しょうということで、それを財源に各自治体の収入があるわけですから、自治体の電

気料の軽減に結びつけるという方法もひとつだろうと思います。それは課長ともいろ

いろ議論したんですけれども、なかなか今後の話なので難しいところがありますけれ

ども、ただ、予算、これから組まれるんだと思いますけれども、いろいろ行政は行政

なりに自分たちのかまどだけでなく、他町との連携を取りながら、このチップ、道南

としてスギをどうするのかという議論をしていただきたいなという予算に向けて要望

します。

◎ 議 長（伊藤政博）

要望として受け止めておきます。ほかに質疑ありませんか。なければ総務費終わり

ます。

次に３款民生費。民生費ありませんか。

（「なし」の声あり）

民生費ないようでありますので、民生費を終わります。

次に４款衛生費。衛生費ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、４款衛生費を終わります。

次に６款農林水産業費。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

３９ページの農地多面的機能の支払交付金負担金についてお尋ねします。これに関
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しては、以前、課長の方から説明をいただきました。その中では重々理解しているつ

もりなんですけれども、ただ、以前、配られた資料の中にちょっと腑に落ちない点が、

課長とはやり取りしましたけれども、これをちょっと確認をさせていただきます。こ

の以前配られた交付金制度の事業の目的ということで、２６年度経営所得安定対策の

米の支払交付金が１０ａあたり１万５千円から７，５００円に軽減されたことを踏ま

え、それに変わる農業者への支援策の負担としての取組だということで、結果として

は、町をその分、減った分、町の負担金も発生するという考え方なんですけれども、

ただ、これは国の制度ですから、どうのこうのとは言いません。ただ、以前、国の制

度の中で、国が全面バックアップしていた、それをいろいろ事業の目的を振替えなが

ら、それらを要するに間接的に補てんしようという、どうも自分はそう思えてならな

いんですね。だから、その制度自体、今これをやろうということ自体にはどうのこう

のとは言うつもりはありません。ただ、国に責任おいて今までやってきたことを地方

に預けるというか、少し負担を強要するという部分、これ以外にも多々そういうのが

出てきたら、ちょっと大変だろうなという危惧はしているんですよね。そういう意味

で、町長として、これから国にこの制度に関して、もしそういうちょっとでも同じ認

識があるのであれば、国に制度の改正を求めるべきだろうと思うんですけれども、そ

の辺。

◎ 議 長（伊藤政博）

町長。

◎ 町 長（大野幸孝）

今、１番議員のご指摘でありますけれども、実は担当の方から私も事業の内容を聞

いたときに、これというのはおかしいだろうという、実は同じ認識でいるんだろうと

いうふうに思っています。ただですね、今、国の方法としましては、うちが今、４分

の１持つんですけれども、６００万円持つ、全体の枠でいったらね、そしたら、財源

手当どうするといったらまた同じなんですよ、地方交付税でその分は要するに算定し

ていますよ、残りは特別交付税で参入されますよという、これは従来からの国の言い

分なんです。ですから、私は基本的には、今の制度というのは、１万５千円のやつを

７，５００円に減額したから、その部分を別な形でということは理解はするけれども、

どうして自治体にその部分を負担させるんだということは、今１番議員のご指摘のと

おりだというふうに思っていますので、私も機会を設けてですね、この多面的という

のは、すごくいろいろと問題がきっとあるんだろうというふうに思っていますし、先

般も農事組合の皆様方にお集まりいただいて、個々の取組状況を聞かせていただいた

ときも、これもですね、その制度自体も本当に皆さん共通認識しているかということ

もあったものですから、もう少し時間をかけてということを言ったんですけれども、

２６年度やれるものから手を挙げさせていただいて、それは全体の中で繰り越し、繰

り越しておいて、最終的に５年間の清算という話を伺っていますので、今回、補正を

させていただいたということであります。それで、今、１番議員が言ったように、制

度的にもやはり地元に各自治体に負担をさせるということは、如何なものかというふ

うに思っていますので、機会を設けてこれは上の方にこの考え方について、私の方か

らもお話をさせていただければというふうに思っていますし、渡島全体の町村会の中

でもひとつ議論として出させてもらえればというふうに思っています。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

農林水産業の質疑の途中でありますが、昼食のため暫時休憩致します。
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１時より再開致します。

（ 休憩 午前１２時００分 ）

（ 再開 午後 １時００分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開致します。

只今、６款農林水産業費の質疑中であります。質疑を行います。６款農林水産業費、

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、終わりまして７款商工費です。商工費の質疑お願いしま

す。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、８款土木費。

２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

８款土木費、説明資料の建設水道課の方のきらく町道認定路線、これについてちょ

っと質問したいと思いますので。この町道に認定するためには、町内会からの要請と

かそういう形で認定するんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

直接今、予算には関係なくて、別段で議案で出ていますので、そのときに。

ほかに土木費ありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

４５ページの浄化槽の部分でちょっと課長にお伺いしたいんですけれども、今回も

また減額になってしまって、当初予算を見ますと、５人層、７人層で４基ずつなって

おりますけれども、この辺について、７人層の部分が丸っきり減額になっているんで

すけれども、この辺のうちの町の現状を分析、どのような形で理解しているんでしょ

うか。その辺、あるようでしたらお知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

浄化槽の当初予算の人層と基数に関しましては、過去の実績から設定しております。

それで、昨年度におきましては、消費税の関係でかなり需要が大きかったというふう

に考えております。今後につきましては、やはりそれほど伸びてはいかないだろうと

いうふうに考えておりまして、重内地区におきましても、だいたい家屋の新築、改築

に合わせて浄化槽を設置しているという例が多いことからですね、差ほどの伸びはな

いだろうと思っています。ですから、今後ともＰＲには努めながらも、今回の減額を

見ながら、当初予算を考えていきたいというふうに考えています。

◎ 議 長（伊藤政博）

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

現状を見ますとですね、やはり一般家庭の部分で、５人層、７人層が当然、うちの

町のメインになってくると思うんですけれども、その辺についてですね、やっぱり助

成のあり方、もう少し工夫をして、こっちの方に重点的に配分するとか、そういうも



- 38 -

のは考えられないんですか。どうですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

予算上の積算の根拠として５人層何基、７人層何基というような予算の持ち方はし

ていますが、予算の執行としては、人層に関係なくですね、全体の予算の中で執行し

ております。ですから、全体額をどのように設定するかという根拠につきましては、

今後とも一応、想定の数は見込みますけれども、基本はやはり一般的に多い５人層、

７人層、更には大型工場もありますので、その辺で大目に取っておいて、予算執行に

合わせながら補正をしていきたいなというふうに考えます。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに土木費ありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、土木費を終わりまして、９款消防費。消防費ありません

か。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、消防費を終わり、１０款教育費。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

ちょっと直接議案どうのこうのという問題じゃないんですけれども、５７ページで

放送設備という感じで出てくるんですけれども、議長、すみません、だめだったら止

めてください。教育施設の中で、例えば、知内小学校学芸会、各小学校、湯ノ里小学

校、学芸会やります。それで、１年から６年まで壇上で、合唱なり演技なり劇なりや

るわけですけれども、なかなか後ろの観客席まで届かないという苦情が毎年出ます。

それで、今回、公民館でもいろいろ講義やっていますけれども、公民館の音響も悪い

という話も出ています。全体的に見直す考えというのはございませんか。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

ご説明致します。館内の放送施設、あるいは、小学校での放送施設ということで、

確かに館内であればですね、各種イベントなんかで音質が悪いだとか、あまり聞こえ

にくいという話は聞いていないですけれども、音質が悪いだとかいう話は聞いており

ます。ただ、我々の公共施設の中でですね、どの程度までその音質をですね、高密度

なものを求めていくべきなのか、あるいは、費用対効果というものを考えまして、放

送施設をですね、１つの部分だけ入れ替えればそれが解消されるということでもない

んですよね。システム全体を変えなければないということもありますので、そういっ

たことから考えればですね、ある程度、耐用年数を経過してですね、次にというとき

にはですね、少しそういう技術も進んでいるでしょうし、コストも下がっているだろ

うということを予想しながらですね、そういったできうる限りの高音質の良いものを

ということで考えたいと思います。小学校の学芸会で云々という話もありましたけれ

ども、これは直接、私ちょっと伺っておりませんけれども、その辺ですね、管理者の

方にですね、ちょっと確認してみまして、それが小規模といいますか、そういったこ

とを今、申し上げた大規模なものでなくてですね、解消できるとすれば、それは新年
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度の方で考えて改善していきたいというふうに考えておりますので、ご理解ください。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

特に学校教育の中で、やっぱり子ども達の劇というのは真剣に見ているわけですし、

合唱になれば、それほど抵抗感がないんですけれども、低学年になればなるほど、や

っぱり恥ずかしいという思いもありますし、声がどうしても小さい、そして、劇全体

を考えた場合の山場というのがあるんですよね、そのときの声がはっきりしないので、

前の方はわあっと盛り上がっているんですけれども、後ろまで聞きづらい人はなかな

かその場面まで把握できないという、非常にちょっと残念だなという思いがあるんで

すけれども、教育長は前の席で聞いていますので、その辺の抵抗はないんだろうと思

いますけれども、集音、せめて、壇上の集音器を付けるだとか、そういう小さな設備

でも可能だと思いますので、是非、自分、今新しい学校建ってから６年、合併の小学

生が卒業したから７年目か、７年経つんですけれども、ずっと自分はそういう思いで

きて、はたりからもちょっと言われた記憶が毎年ありますので、その辺の対応を是非

していただければありがたい。当然、涌元小学校も１回しか行きませんでしたけれど

も、そういう自分の感覚、自分の思いがあったものですからどうなんだろうなという

感じでみて、同じような聞こえなんですよね。そういう意味で、もう少しインクルー

シブ教育ということで、障がい者にも優しい教育でしょうから、是非、我々にも優し

い対応をしていただければありがたいなと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

今のお尋ねなんですけれども、主音マイクを使っても限界があると思うんですよね。

湯ノ里の学校や涌元の学校は、ある程度、人の数が参加者が少ないですから、通りや

すいんですけれども、知内小学校の体育館の中ににあれだけの人数が入ってとくると、

かなり吸収されますので、集音マイクを上からぶら下げたり、前においてもちょっと

予測はつかないんですが、でも、１回調査しています。それによって、もっとやっぱ

り子ども達が張り切って元気よくやれればいいことですので、調査をしながら検討さ

せていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに教育費ございませんか。

（「なし」の声あり）

ないようでありますので、教育費を終わります。

ほかに歳出全般で質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

内容でありますので、歳出の質疑を終わり、歳入並びに地方債の一括質疑を許しま

す。ありませんか。

（「なし」の声あり）

それでは質疑が内容でありますので、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。
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これから議案第５号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第６号 平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１４、議案第６号、『平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）について』議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第６号、平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて。

平成２６年度知内町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。

歳出予算の補正です。第１条は、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金

額並びに補正後の歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出を説明致します。２ページをお開きください。

１１款諸支出金、１項償還金、３目償還金に９１３万円を追加し、９１３万５千円

とするものです。償還金利子及び割引料、国庫補助金精算償還金に平成２５年度の額

の決定により、９１３万円を追加するものです。

３ページです。１２款予備費、１項予備費、１目予備費に９１３万円を減額し、１，

４９９万３千円とするものです。予備費より９１３万円減額するものです。以上で説

明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第６号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第７号 平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
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について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１５、議案第７号、『平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第７号、平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いて。

平成２６年度知内町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正です。第１条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ２３９万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２１０万

３千円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致しますので、４ページをお開きください。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後

期高齢者医療広域連合納付金に２３９万２千円を減額し、５，８０８万８千円とする

ものです。１９節負担金補助及び交付金、保険基盤安定分、額の確定により２３９万

２千円を減額するものです。引き続き、歳入を説明致します。

３ページをお開きください。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入

金に２３９万２千円を減額し、２，７５０万３千円とするものです。保険基盤安定繰

入金北海道分として１７９万４千円の減額。知内分として５９万８千円の減額、計２

３９万２千円を減額するものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第７号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第８号 平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１６、議案第８号、『平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第

３号）について』議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第８号、平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）について。

平成２６年度知内町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正です。第１条は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ３０万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４

億６，６０９万６千円とする。

２項としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出より説明致しますので、４ページをお開きください。

２款保険給付費、１項保険給付費、１項介護サービス等給付に２５０万円を減額し、

４億１，３９７万円とするものです。１９節負担金補助及び交付金に介護サービス等

給付２５０万円を減額するものです。これは、次の２項の高額介護サービス等給付、

１項１目高額介護サービス等給付に不足が見込まれることから介護サービス等給付か

ら組み替えするものです。

続きまして、２款保険給付費、１項高額介護サービス等給付費、１目高額介護サー

ビス等給付費に２５０万円を追加し、１千万円とするものです。１９節負担金補助及

び交付金、高額介護サービス等給付に不足が見込まれることから２５０万円を追加す

るものです。

続きまして、４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目特定高齢者施策事業

費に１９万３千円を追加し、９１６万７千円とするものです。２節給料から４節共済

費の追加につきましては、給与改定によるものです。８節報償費については、事業対

象者把握事業の調査員報酬に不足が見込まれることから１万円を追加するものです。

続きまして、７ページ、４款地域支援事業費、２項包括的支援事業費・任意事業費、

１目包括的支援事業費に１１万２千円を追加し、１，０３０万７千円とするものです。

２節給料から４節共済費の追加については、平成２６年度給与改定によるものです。

引き続き、歳入を説明致します。３ページをお開きください。７款繰入金、１項一

般会計繰入金、４目その他一般会計繰入金に３０万５千円を追加し、１，７４６万７

千円とするものです。事務費繰入金として３０万５千円を追加するものです。以上で

説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

４ページの給付金について、お尋ねします。介護保険法に基づいて、北海道から１

２．５％負担している経過がありますけれども、これは年度内に満額入っているんで

すか。
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◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。只今、概算でですね、請求していますので、今後、事業実績によ

って決算が変わるということがあります。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

２２年以降ですね、道の想定する伸び率を大幅に上回るということで、各市町村に

介護給付を満額年度内に給付できないということで、次年度である程度、確定後に要

するにその補てんをしているという現状があるみたいなんですけれども、知内町はど

うなのかということなんですけれども、知内町は年度内に満額入っているという理解

でいいですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明します。１目の介護サービス給付費と高額サービス給付金の中でですね、そ

の中で年度間で見込まれるところをですね、調整をしながらうちの方でやっています

ので、それぞれ交付申請していますので、途中で変更申請という形になりますので、

決定額がきて、あとは例えば、交付金のあとでですね、少なくなったとか、返還だと

か、繰入金だとか、そういう形になると思いますので、そういうことで、今段階では

それぞれのものに不足と余るということで調整しております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩。

（ 休憩 午後 １時２４分 ）

（ 再開 午後 １時２７分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明します。先ほどの件につきましては、当該年度でですね、満額補助金入って

きていませんので、翌年度のときに清算という形で、町の方に迷惑かかっていますけ

れども、翌年度で清算という形で入ってきていますので、ご了承を願いたいと思いま

す。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですので、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第８号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第９号 平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１７、議案第９号、『平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第９号、平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて。

平成２６年度知内町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１４４万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，

９２１万９千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

歳出からご説明致します。５ページをお開きください。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に２０万６千円を追加し、１，５４

５万円とするものです。２節給料から４節共済費まで給与改定に伴う追加でございま

す。

次のページ、６ページをお開きください。２目施設維持費に１２４万円を追加して、

５，３６２万７千円とするものです。これは１３節委託料で中ノ川橋添架管実施設計

業務委託料として１２４万円の追加でございます。これは現在進められております中

ノ川改修工事により、国道橋が架け替えられることから、現在、国道橋に添架されて

おります下水道管を新たに付設し直すという設計委託料を追加するものでございま

す。

続きまして、歳入をご説明致します。３ページをお開きください。３款繰入金、１

項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金で５５万６千円を追加し、１億２，９４６万

５千円とするものでございます。

次に４ページでございます。５款諸収入、１項雑入、１目雑入で８９万円を追加し、

８９万１千円とするものでございます。中ノ川橋添架管実施設計業務委託に対して、

北海道からの保証金として８９万円を追加するものでございます。以上で説明を終わ

らせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

歳入歳出一括質疑を許します。

３番、松井君。
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◎ ３ 番（松井盛泰）

直接本案とはちょっと関係ないのですが、中ノ川橋の話が出ました。今、中ノ川の

河川改修が進められていると思うのですが、その進捗状況がわかればお知らせいただ

きたい。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

率とか数字的には把握はしておりませんが、今年度につきましては、この国道橋の

実施設計、あと、用地の補償関係、進めております。それと、来年度に関しましても、

やはり引き続き用地の補償関係に動くというようなことで、北海道の方から報告を受

けております。以上でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

一説、聞いている話の中では、用地の補償関係というのは丸っきり進んでいないと

いう話を聞いているんですが、それはやっぱり一部では進んでいるという解釈でいい

んですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

当初の予定といいますか、昨年度の予定はですね、今年度、国道橋までの用地は全

て補償にかけるということだったんですけれども、予算が結局、要望額満額付かなか

ったということがありまして、中ノ川の入口に港橋の周辺だけの用地の交渉をやって

おります。具体的には、１０月から動き出しておりますので、まだ完全に済んでいる

というような状態ではございませんが、引き続き３月まで交渉するというふうに聞い

ております。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ございませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

今、課長の説明にあったように、本来の計画であれば、今年度から中ノ川の橋梁下

ずっと土地買収なり、工事の進捗状況も見えてくるはずだったんですけれども、残念

ながら予算が確か半分という記憶をしていますけれども、それしかつかなかったとい

うことで、今いろいろ調査等は目に見えて進んではいるように思います。まして、河

川と海との砂の動きだとか、いろいろ調査は入っているのは部会の方で報告を受けな

がら聞いていますけれども、ただ、用地買収については、組合をはじめまだ全然アポ

がないという、今１２月に動き出したばかりだという話ですけれども、最近組合に聞

いても全然そういうアポはありませんし、果たして、年度内に、３月までですから年

度内というのは、どこまで進むのかなという、なかなか見えてこない。まして、どう

しても住居の方々の要するに調査が終わってますので、家屋の、調査等が終わってが

んじがらめの状態でやはり計画どおり進んでもらわないと、次の生活があるわけです

よね。なかなかそこに踏みきれないという状況があります。それをやっぱりある程度、

担保しながら進めていくことが大事なのかなと思っています。まして、こうやって橋
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梁の工事、果たして、今やっても、今、調査をかけてそしたら実行するのはいつなん

だということになれば、今、こういう状況ですから、本来計画であれば、２８年度で

もう既に完了する予定だったんだろうと思いますけれども、それが３０年になるのか、

３５年になるのか、先が見えないということであれば、尚更そういう地権者等は不安

に思うわけですから、せっかく代々交渉してようやく北海道の河川になって、ようや

く地権者も納得して動き出したわけですよ。是非、１００年、２００年の災害という

ことで、３度、４度来ていますけれども、また次が来たら、大変な住民の苦情になる

んじゃないかなという思いがあるものですから、北海道には是非、その辺を含めて早

めの実効性をかしていただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

只今、下水道特別会計の質疑中であります。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第９号を採決します。

本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１０号 平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第４号）について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１８、議案第１０号、『平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第

４号）について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第１０号、平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第４号）について。

第１条、総則でございます。平成２６年度知内町水道事業会計補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。平成２６年度知内町水道事業会計予算第２条に定めた業務

の予定量を次のとおり補正する。

（４）主要な建設改良事業のうち、配水設備改良費に３６３万円を追加して、２，

１６６万２千円とする。

第３条、収益的収入及び支出。予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、支

出の予定額を次のとおり補正する。

支出でございます。１款水道事業費用、１項営業費用に９５万２千円を追加して、

１億３，００１万６千円とし、１款水道事業費用合計１億８４８万３千円とするもの

でございます。
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第４条、資本的収入及び支出。予算第４条、本文括弧中「過年度分損益勘定留保資

金５，３６３万８千円」を「過年度分損益勘定留保資金５，５３１万８千円」に改め、

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収入でございます。１款資本的収入、３項工事負担金に１９５万円を追加して、７

３０万円とし、資本的収入合計１億４，９８６万２千円とするものでございます。

次のページをお開きください。支出でございます。１款資本的支出、１項建設改良

費に３６３万円を追加して、２億５１８万円とし、１款資本的支出合計２億１，２４

７万４千円とするものでございます。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。予算第６条に定め

た経費の金額を次のように改める。

（１）職員給与費を３５万２千円追加し、３，２５３万７千円とするものでござい

ます。内容につきましては、平成２６年度知内町水道事業会計予算実施計画でご説明

致しますので、３ページをお開きください。まず、収益的収入及び支出の支出でござ

います。１款水道事業費用に９５万２千円を追加して、１億８４８万３千円とするも

のでございます。内訳は１項営業費用、２目配水及び給水費で７２万２千円を追加し

て、１，３５２万５千円とするものです。これは給与改定に伴いまして、給料から法

定福利費まで合わせて１２万２千円を追加し、また、修繕費に不足が見込まれること

から６０万円を追加するものでございます。また、３目総掛費で給与改定に伴い不足

が見込まれることから給料から賞与引当金繰入額まで合わせて２３万円を追加して、

２，８４９万８千円とするものでございます。

続きまして、資本的収入及び支出の支出をご説明致します。５ページをお開きくだ

さい。５ページでございます。１款資本的支出で３６３万円を追加して、２億１，２

４７万４千円とするものです。内訳は１項建設改良費、２目配水設備改良費に３６３

万円の追加でございます。これは工事請負費に現在重内地区で実施中の道営の農業整

備事業に伴いまして、支障となる配水管移設工事に７５万円の追加、委託料の方で中

ノ川改修工事に伴い実施される国道橋架け替え工事のために発生する水道管の付設替

え、この設計委託料として２８８万円を追加するものでございます。

次に収入をご説明致します。前のページ、４ページをご覧ください。１款資本的収

入、３項工事負担金、１目工事負担金で中ノ川橋添架管の実施設計に関する補償金１

５６万円、重内地区の配水管移設工事に関する補償金として３９万円、合計１９５万

円を追加して、１款資本的収入合計１億４，９８６万２千円とするものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

収入支出一括質疑を許します。質疑ありませんか。

９番、森永君。

◎ ９ 番（森永 勉）

議案とはちょっとずれますが、配水管の関係でお伺いしたいと思いますが、尾刺ま

でいっている配水管、上雷から知内川を横断しているのですが、この管の改修計画と

いうのは、どういうふうになっているんでしょう。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）
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尾刺にわたっています配水管、あれは現在、重内頭首工の中に布設しているという

ふうに承知しております。具体的にこの重内頭首工の中に布設する管でございますの

で、なかなか改修というのは困難なことだというふうに理解しております。それと合

わせまして、尾刺に関しましては、上雷からの一管路しかありませんので、できれば、

重内の方から一経路持っていきたいなというふうには考えているんですが、重内の末

端の配水管と尾刺の１番入口の管までおよそ１ｋｍございます。メーター１万円にし

て１千万円、この辺について現在どの時点でやる必要があるか、重内の頭首工の中に

ある管、これの老朽度に合わせて計画を練っている最中でございます。いずれにしま

しても将来、何かの手立てをしないと尾刺地区においては非常に問題が出るのかなと

いう認識ではございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

中ノ川の添架管の補償金についてお尋ねします。これは、国・道どっちの補償金な

んですか。それと、あと支出もありますけれども、全額補償にはならなかったんです

か。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

この補償金、原資については、国庫のお金になりますが、北海道から水道会計に入

るという流れになっております。それと、この補償に関していわゆる残っている資産

の価値に関して補償するという考えでございますので、建設年度から今までの分につ

いては、いわゆる原価償却できているであろうという考えで、その部分については、

補償の対象にはなってございません。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

今回は設計委託ということで、設計の部分ですけれども、じゃあ、実際、実施工事

が入ったら、それはどのくらいの補助率になるんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

補償ですので、率でいきますと１００％なんですけれども、今まで使っている分に

ついて減価償却されているというところからおよそ２割から３割については、これは

補償の対象になっておりません。ですから、今回の設計もそうですが、今後やる工事

の請負に関しましても、およそ２割から３割分に関しては、持ち出しが発生するとい

うふうにご理解いただきたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１０号を採決します。
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本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１１号 渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第１９、議案第第１１号、『渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更に

ついて』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

総務企画課長。

◎ 総務企画課長（手塚恵一）

議案第１１号、渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更について。

地方自治法（平成２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、渡島・檜

山地方税滞納整理機構規約を次のように変更する。

次のページです。渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の一部を変更する規約。

渡島・檜山地方税滞納整理機構規約（平成１６年２月２４日渡振興第２０１３０号

指令）の一部を次のように変更する。

説明につきましては、資料で行いますので、総務企画課資料１１、１２ページをお

開きいただきたいと思います。機構規約の新旧対照表です。機構の議員につきまして

は、１２ページに記載のとおり渡島・檜山を６つの区に分けまして、１名ずつ選出し

ておりましたが、それを渡島と檜山の２つの区に変更し、渡島から４人、檜山から２

人を選出するというものに変更するものであります。

議案に戻っていただきたいと思います。附則と致しまして、施行期日、この規約は、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による北海道知事の

許可の日から施行するというものであります。以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１１号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１２号 知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等事務
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に関する事務の受託の廃止について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２０、議案第１２号、『知内町と奥尻町における電子情報処理組織によ

る戸籍等事務に関する事務の受託の廃止について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第１２号、知内町と奥尻町における電子情報処理組織による戸籍等事務に関す

る事務の受託の廃止について。

地方自治法第２５２条の１４第２項の規定により、北海道奥尻町から受託した電子

情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託を廃止するものとする。

予算説明資料見だし２の生活福祉課３ページでご説明致しますので、３ページをお

開きください。知内町と３町、奥尻、松前、江差における電子情報処理組織による戸

籍等事務に関する事務の受託の廃止について経過をご説明します。渡島管内の松前、

当町、それから檜山の江差、奥尻の４町は、戸籍事務の電算化が未実施なため、平成

２５年６月から戸籍事務の電算化についての勉強会、検討会、協議会を開催した結果、

サーバー等をですね、共同利用することで合意し、正サーバーと副サーバーをですね、

当町に設置の上、３町が事務を委託し、知内町は事務を受託することで協議が整い、

今年第１回の定例会において、事務受託する旨の議決を得て、３月２７日に関係町村

の町長が集まり、函館地方法務局会議において調印書に調印し、翌２８日に地方自治

法の規定に基づき北海道知事に事務の受託を届け致しました。なお、本年ですね、１

０月中旬に既に戸籍事務の電算化を単独で運用しています渡島管内の七飯町、鹿部町

が平成２７年において、サーバー機器の更新する計画があり、共同利用を検討したと

ころ、関係する２町で共同するより６町の共同利用する方が事業費の圧縮が図られる

ことから協議会に打診がありました。４町にとっても共同利用にかかる費用の圧縮に

なることから共同利用の枠組み化を４町から６町にし、コンピューター室が完備して

いることや、災害にあった場合のリスクが５町より少ないことを考慮し、正サーバー

を七飯町に設置し、七飯町へ事務を委託し、七飯町は事務を委託することで協議会が

整いましたので、知内町と３町における電子処理組織による戸籍事務に関する事務の

受託を廃止するものです。なお、６町になった場合ですね、若干試算した分があるん

ですけれども、例えば、知内においた場合ですね、サーバー室、今、３階に持ってく

るつもりだったんですけれども、この費用が５４０万円くらいかかる予定でした。そ

れと、初期導入の部分で、本サーバーの部分と諸経費の部分で約２００万円、うちの

町、それぞれの町が少なくなりますので、合わせてだいたい１千万円くらい、４町で

１千万円くらいの減額になる、ですから１町にすれば２５０万円くらいの減額という

ふうになってございます。以上で説明を終わります。よろしくお願いしたいと思いま

す。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。
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これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１２号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１３号 知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等事務

に関する事務の受託の廃止について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２１、議案第１３号、『知内町と松前町における電子情報処理組織によ

る戸籍等事務に関する事務の受託の廃止について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第１３号、知内町と松前町における電子情報処理組織による戸籍等事務に関す

る事務の受託の廃止について。

地方自治法第２５２条の１４第２項の規定により、北海道松前町から受託した電子

情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託を廃止するものとする。

議案第１２号で説明したとおりですので、説明を省略致します。よろしくお願いし

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１３号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１４号 知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等事務

に関する事務の受託の廃止について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２２、議案第１４号、『知内町と江差町における電子情報処理組織によ
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る戸籍等事務に関する事務の受託の廃止について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第１４号、知内町と江差町における電子情報処理組織による戸籍等事務に関す

る事務の受託の廃止について。

地方自治法第２５２条の１４第２項の規定により、北海道江差町から受託した電子

情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の受託を廃止するものとする。

議案第１２号で説明したとおりですので、説明を省略致します。よろしくお願いし

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１４号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１５号 電子情報処理組織による戸籍等事務に係る事務の委託について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２３、議案第１５号、『電子情報処理組織による戸籍等事務にかかる事

務の委託について』を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第１５号、電子情報処理組織による戸籍等事務にかかる事務の委託について。

地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により、電子情報処理組織による戸籍等

に係る事務の管理及び執行を北海道七飯町に委託するため、次のように規約を定め、

事務を委託する。

戸籍システム電算化共同化については、当町と松前町、江差、奥尻の４町で実施予

定でしたが、説明資料の見だし２、生活福祉課の２ページで経過説明したとおり、４

町から６町に共同利用の枠組みに変更になり、６町で協議した結果、当初、当町に副

サーバーを庁舎内に設置する予定でしたが、６町の中でコンピューター室が完備して

いることや、災害等のあった場合のリスクが５町より少ないことにより、七飯町に正

サーバー及び副サーバーを設置し、事務の委託をするものです。

それでは、規約を説明致します。次のページをお開きください。知内町と七飯町に
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おける電子情報処理組織による戸籍等事務にかかる事務の委託に関する規約。

第１条については、趣旨です。第２条については、委託事務の範囲。第３条は、管

理及び執行の方法。第４条については、経費の負担。第５条については、委託事務の

収支の分別。第６条、決算の場合の措置。第７条については、連絡会議等。第８条、

条例等改廃の場合の措置。第９条、委託事務の廃止。

附則としまして、この規約は平成２７年１月１日から施行する。以上で説明を終わ

らせていただきます。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

７番、谷口君。

◎ ７ 番（谷口康之）

１２号のときに聞けばよかったんですけれども、今回これで条例、規約も出てきた

ものですから、この中で我々、いつもコンピューターの部分で懸念するのは、情報漏

えいとかですね、それから今回のこれを七飯に５町よりリスクが少ないということで、

正サーバーを置くことになったんですけれども、その部分でですね、やはりこれはい

ろいろな形でこういうもの、トラブったときの補助的サーバーというんですか、サブ

サーバーみたいなものとか、そういうやつは全然考えてなかったのか。それとも、あ

くまで５町がそれを担う形で持っているのか、その辺、お知らせ願いたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。まず、１点目の個人のものがいっぱい詰まっています。６町の詰

まっていますので、その部分については、ＬＧラインとかそういうラインのですね、

ほかの部分には漏れない回線を使いますので、それは税情報の住基ネットと同じです

ので、そのラインを使います。それから、コンピュータの正サーバーがあって、副サ

ーバー、万が一の場合、副サーバーをそこに七飯町、２つ持っています。それでだめ

であれば業者がですね、もう１つ業者が副サーバーを持っていますので、２重、３重

のそういうことになっていますので、そういう心配はないと思われます。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１５号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１６号 知内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
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◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２４、議案第１６号、『知内町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第１６号、知内町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。

知内町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。

予算説明資料見だし２の生活福祉課の２ページをご覧ください。

この条例はですね、出産育児一時金の額の支給の上限を上げるというふうになって

います。現行は出産育児一時金として３９万円を改正としまして４０万４千円に引き

上げるというふうになっております。

議案にお戻りください。知内町国民健康保険条例の一部を改正する条例。

知内町国民健康保険条例（昭和３４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中、「３９万円」を「４０万４千円」に改める。

附則としまして、この条例は、平成２７年１月１日から施行する。以上で説明を終

わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

出産一時金を３９万円から４０万４千円に上げるということでありますけれども、

この下の方、第３６条の規定を勘案し、必要と認めるときはその上限として３万円ま

で上げられるという。これに則ったということで理解していいですか。もし、そうだ

とすれば、その３６条の規定というのはどういうことを指すのか、ちょっと見ても出

てこないんですけれども、端的にちょっと説明お願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明致します。３万円ですね、３万円の上限を加算するというふうになっていま

す。３６条で。これはですね、保険、今までですね、出産のためのちょっと今、名前

忘れましたけれども、そのために保険が取られているわけです。その分が現在３万円

でしたけれども、１月１日からこの分の上げた分の保険料が下がりまして１万６千円

に下がるわけです。その分でトータル的には４２万円というふうになりますので、そ

こは一応、３万円を上限にするのは改正をしなくてもよろしいということですので、

ご了承願いたいと思います。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

うまく言えないんだけれども、その３６条の規定を勘案し、必要と認めるときは、

この上限として３万円までできるよと。今、理由を述べてもらったと思うんですけれ

ども、その３６条の規定に基づいてということなんですけれども、その内容を端的に。
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◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 ２時００分 ）

（ 再開 午後 ２時０３分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですので、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようでありますので、討論を終わります。

これから議案第１６号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩致します。２時１５分の再開とします。

（ 休憩 午後 ２時０４分 ）

（ 再開 午後 ２時１５分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

● 議案第１７号 知内町複合施設条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２５、議案第１７号、『知内町複合施設条例の制定について』を議題と

します。

本案について、提案理由の説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１７号、知内町複合施設条例の制定について。

知内町複合施設条例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨につきましては、現在建設中であります町民プール・子ども交流

センターの複合施設が来年１月末に竣工予定であることから、施設の設置目的や名称、

位置等について定めるものであります。

まず、第１条であります。設置の目的です。

第２条は、名称及び位置でありますが、複合施設を構成する施設として、第１号、

第１町民プール、第２号、知内町学童保育であり、位置につきましては、記載のとお

り、知内町字重内２１番地１であります。

第３条の管理運営でありますが、第１町民プール・学童保育とも、いずれもそれぞ

れの条例の定めるところによるということであります。

附則として、この条例は、平成２７年２月１日から施行する。ただし、第２条第２
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項の規定については、平成２７年４月１日から施行する。以上で、議案第１７号、知

内町複合施設条例の説明を終わらせていただきます。ご審議の程よろしくお願い致し

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

広報等で遊泳館という名称が決まりました。この複合施設条例の中にはそういう愛

称というか、そういう名前は使う気はなかったんですか。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

ご説明致します。先般、各委員さんにお集まりいただきまして、町民各位お集まり

いただきまして、遊泳館ということで、愛称ということで決定をさせていただきまし

た。条例等につきましてはですね、正式なといいますか、町として正式な名称という

ことでプールについていえば、第１知内町民プールということで今回条例を制定をさ

せていただいております。愛称というのは、第１町民プールというよりもですね、町

民の皆さん、あるいは、他町の利用者についてもですね、親しみがあって覚えやすい

ということを目的にですね、付けた呼称ですので、これから設置運営するにあたって

ですね、そういった俗称というか、愛称はこうですよということをアピールしながら、

コマーシャルしながらそういうことでもって名称のあれを図っていきたいといきたい

というふうに考えています。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

確かに愛称ということで、正式名称とはまた違うんだろうという区分けでしょうけ

れども、ただ、知内町複合施設条例ということで謳うわけですから、知内町複合遊泳

館条例でもよかったんじゃないのかなと。確かに内部的には、プールと学童施設が分

かれるということですけれども、遊泳館という名称の経緯は、あくまでも２つ一緒に

なっているので、どういう愛称、ニックネームがいいかという検討だったわけですか

ら、複合施設とここで謳っているわけですから、複合施設（遊泳館）くらいは入れて

もいいのかなという気はするんですけれども、その辺の考え方。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

先ほどの答弁とまた重なって恐縮ですけれども、機会あるごとといいますか、その

施設を実際に運用をしてですね、その中で呼称ということで、愛称ということでです

ね、それを広くアピールしていきたいというふうに考えております。正式な名称とい

うのは、やはりこういった第１知内町民プールということでやっていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願い致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ございませんか。
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１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

第１町民プールの管理運営の案について、遊泳時間等いろいろ幼児のあるわけです

けれども、考え方として、ここに使用料の徴収という項目があります。それで、町内

高校生以下は無料だと。ただし、町外であれば、１００円から２００円かかるんだよ

という話を伺いしました。それで、その説明の中でもいろいろ質疑したんですけれど

も、端的にお尋ねします。町外高校生以下も無料にすることに修正できないか、お尋

ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育次長。

◎ 教育次長（大館光晴）

利用料につきましてはですね、これから関係団体、あるいは、町民の皆さんとです

ね、ご相談をしながら、決定をさせていただきたいということでこの前、お話をちら

っとさせていただきました。今、具体的にですね、こうですよということはまだこの

場では申し上げられませんけれども、基本的には今までの施設と違ってですね、利用

時間も長くまたその利用期間も長いと、しかも、加温してやるということで利用者の

便益というのはかなり向上されるというふうに考えておりますので、それに応じた負

担ということをこれから考えて議論させていただきたいというふうに思っておりま

す。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

議論の中でもいろいろお話をさせていただきました。ただ、バイオマス燃料、チッ

プを使って大々的にということで、町長もテレビ等に出ながら、いろいろアピールし

ております。まして、このプールというのは、なかなか温水にしたからといってすぐ

効果が現れる、利用増に拡大するかといえば、結果見なければわからない部分も多々

あるだろうと思います。まして、知内町ということで考えれば、高校もあるわけで、

知内高校に通っている人は無料という中で、福島、木古内、いろいろ近隣からも生徒

来ているわけですよね、まして、小学校も行き来しながら交流している方々もおりま

す。その過程の中で、どうしても友達というのは付いてくるわけですよね。行かない

かと言えば、多分、興味あるから行ってみるかという話にもなるだろうと思いますの

で、片一方は、そういう券を発行しながら町民の無料の券を出して、片一方は、友達

として来てもらったという、その人には１００円から２００円課すわけですよね。た

だ、町民プールを今後、長く利用していただくという意味での宣伝効果というのは多

々あるだろうと思うんですよ。まして、町民プールが賑わうことによって、いろいろ

まだまだ様々なやり方もできるだろうし、そういう波及効果もあるだろうと考えます

ので、是非、高校生以下、町外も無料にしていただきたいなという思いでありますの

で、是非、検討をよろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

３番、松井君。

◎ ３ 番（松井盛泰）

案だから、案のときに私、欠席をしていたんですが、ただ、知内のいろいろな施設、

料金のもらっているところと、もらっていないところがあるんですね。これはやはり
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是正すべきだし、いろいろな施設、やっぱり料金をもらうというのは如何なものかな

と。料金をもらないで自由に利用させることがまさしく住民サービスの一環ではない

だろうかと思うのですが、それらこれから決めるときにこれらも全て勘案しながら、

ひとつ検討いただきたいと。以上、終わります。

◎ 議 長（伊藤政博）

答弁はいいですか、その点について。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

この施設を建てることによって、補助金を活用したわけですけれども、この補助金

の中身として、いわばプール作りますよね、そして、プールの利用者、それが年間何

百人利用しなさいという、何か補助をもらうために謳い文句があるんですか。ちょっ

と耳にしたものですから、その辺あれば。

◎ 議 長（伊藤政博）

スポーツセンター長。

◎ スポーツセンター長（上村政美）

ご説明致します。林政係の方で国の方に補助金申請をしているわけですけれども、

その中で、利用計画を想定したものがございます。この中ではですね、年間約９，５

００人の利用を見込んでおります。ただ、これはですね、町内の方とあるいは、町外

から利用された方ですね、この比較でいきますと、町外からより遠くからですね、来

ていただきますと、ポイントが上がるという見方になっております。したがいまして、

とりあえず、約９，５００名ということでありますけれども、利用者がどこから来る

かということによってはですね、下がっていくということになるような計画になって

おります。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

利用計画の中で９，５００人、端的に聞きます。その町外の人が利用すればポイン

トが上がるというのは理解しますけれども、この９，５００人目安にして、それを下

回れば、補助金どうのこうのという何か罰則みたいなものあるんですか。それとも、

これはあくまでも基準の中で別に大した問題ではないという捉え方でいいのか、お尋

ねします。

◎ 議 長（伊藤政博）

産業振興課長。

◎ 産業振興課長（西野俊一）

すみません。資料今、手元にありませんので、後ほどご説明させていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 ２時３０分 ）

（ 再開 午後 ２時３４分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

ほかに質疑ございませんか。

１番、西山君。
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◎ １ 番（西山和夫）

利用計画で９，５００人見込んで、現状であれば、確かに利用数だとか、温水では

ありませんでしたので、その辺を加味して、１，０００人から１，５００人というこ

とでしたけれども、それをプラス時期的なもの、温水効果等を見張っても９，５００

人というのはかなり高いハードルだろうと思うんですよ。そういう意味では、先ほど

言うように、やっぱりある程度、宣伝効果があるのであれば、町外の小学校プラス、

そういう高校生の友達、町外のプラス、いろいろ考えて、ある程度、町長はビーバイ

シーで直ちに補助金返せという話にはならないということでしたけれども、やっぱり

努力目標というものがあるのであれば、それに近づけるような方法として町も政策と

して考えていかなければならないだろうと思っていますので、その辺はやっぱりどう

なんでしょう、教育長。やはりもう少し見直すべきところは多々あるんじゃないかと

考えますけれども。

◎ 議 長（伊藤政博）

教育長。

◎ 教 育 長（田中健一）

すごく申し上げづらくていたんですけれども、実はこの９，５００というのは、子

どもが入らないんです。大人なんです。すごくお話がしづらくて今いたんですけれど

も、ですから、子どもが有料であろうが、無料であろうが、この９，５００という数

に入らないと聞いていたものですから、我々にとっても確かにハードルは高いのは端

から承知の上でいたことであって、先ほど皆さんおっしゃっているように、宣伝効果

と利用状況をどう高めるかということが大きな課題であって、ですから、金額を無料

にするとか、しない以前のところが一番大きな問題として受け止めてもらえれば、大

変ありがたいと思っています。今回この町外からの子ども達からお金を取ろうという

判断に至ったのは、確かに二段構えでもいいのかなと思ったんです。町の有料の施設

もありますし、それから、燃料も使っていますし、ある程度、料金も発生させながら

利用状況を高めていって、具体的にポイントはやっぱり大人の人達を如何にどういう

教室で作りながら呼び込むかということがポイントになりますので、そういう考え方

でここに至ったものですから、ここをご理解してもらえればありがたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

これに子どもが入らないで大人の理由で９，５００人という、これ建てる以前にや

っぱりそういう情報を我々に示すべきだろうと思うんですよ。自分も委員会からちょ

っと寝耳に水という感じで、そういう利用計画があるんだよと聞いて、ハードル高い

よという話を聞いたものですから、そこには情報提供しているわけですよね。どうも

建ててしまって今、これからどうしようかと考える段階でそんなことを言われて、果

たして、どうなんだろうなという思いがあります。ちょっと遺憾な気持ちで今おりま

す。それだけです。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。
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（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１７号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１８号 知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２６、議案第１８号、『知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の制定について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１８号、知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について。

知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例を次のように制定する。

本条例制定の趣旨につきましては、子ども子育て関連３法の成立に伴い、質の高い

幼児期の学校教育・保育の総合的な提供を目的に幼児期の学校教育と保育の一体提供

に向け、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園制度の改正がなされ、幼保連

携型認定子ども園の施設設置手続の簡素化や認定子ども園、幼稚園、保育所を通じた

共通の給付体制が創設されたことから、本条例でそれぞれの施設、事業について、利

用定員や運営に関する基準等について定めるものであります。

条例の内容につきましては、生活福祉課長から説明をさせていただきます。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、予算説明資料見だし２の生活福祉課４ページでご説明させていただきま

すので、４ページをお開きください。

４ページですけれども、子ども子育て支援新制度にかかる各基準条例のまず概要に

ついてご説明致します。

１つ目としては、新制度の目的については、大きく３本の柱に分かれています。１

つ目として、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供。その中でも、幼児期

の学校教育と保育の一体提供に向けての幼稚園・保育所機能を合わせもつ「認定こど

も園」制度が改正されます。もう１つとして、幼保連携型認定こども園については、

これまで複雑であった施設設置の手続の簡素化。認定子ども園、幼稚園、保育所を通

じた共通の給付体制が創設されるということになっています。

２つ目として、保育の量的拡大、確保ということで、報道等で待機児童の解消とい

うことでなっております。保育の量や種類を拡充するための保育所の認可制度の見直
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しにより、小規模保育、家庭的保育を給付体系に組み入れるなど、きめ細かい教育、

それから、保育事業を展開を促進させるとともに保育の質の確保と職員の処遇の改善

量的改善と質の改善を図るということを２つ目として謳っています。

３つ目として、地域の子ども子育て支援の充実ということで、地域における多様な

子育て支援ニーズに応えるために、放課後児童クラブ、当町では学童保育です。乳児

家庭全戸訪問事業、それから、地域子育て支援拠点事業、妊婦の健康診査など、様々

なサービスの拡充が図れているということで、３本に大きく分かれています。これに

伴いまして、関連法令ですけれども、子ども子育て関連３法ということで、１つ目と

して、子ども子育て支援法、２つ目として、認定子ども園法の一部改正する法律。そ

れと、関係法律と整備等に関する法律ということで、児童福祉法等の改正になってい

ます。

それで、知内町が定める基本条例は、只今上程しました知内町特別教育保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。後ほど出てきますけれども、

知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、３つ目として、

知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例ということ

で、３本出てきます。これは国の基準に従わなければならない事項、または、参酌し

なければならない事項で構成されており、そのうちの参酌しなければならない事項に

ついては、知内町においては、それを変更する特別な事情がないため、国の基準どお

りとすることとしております。

次のページ、５ページをお開きください。それでは、条例についてのご説明を致し

ます。５ページの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準。

該当する施設及び事業ということで、特定教育・保育施設と特定地域型保育事業、こ

れ２つに分かれます。それで、特定教育・保育施設としましては、条例の２条にあり

ます、要するに幼稚園、保育所、認定こども園を謳っております。特定地域型保育事

業は、２条の方には、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育業、事業所

内保育事業ということで、それぞれ分かれております。それでは、特定運営基準に対

する特定教育保育施設の主な事項をご説明致します。左側の方です。特定教育保育施

設、第４条と致しまして、利用定員に関する基準を書かれております。利用の定員、

子どもの区分ということで掲載になっております。それから、運営に関する基準、こ

れは第５条から第３４条まで書かれておりますけれども、内容及び手続の説明及び同

意、正当な理由のない提供拒否の禁止等、あっせん、調整及び要請に対する協力、受

給資格等の確認、小学校等の連携、それから特定教育・保育の提供の記録、利用者負

担額等の受領、施設型給付等の額によるかかる通知等、特定教育・保育の取扱い方針、

勤務体制の確保等、利用定員の遵守、秘密保持等、事故発生の防止及び発生時の対応

ということで、只今申し上げました基準、第５条から第３０条がこの中に書かれてお

ります。その下の特例施設型給付等に関する基準ですけれども、これは法の第３５条

３６条に記載のものです。そのうちの特別利用保育の基準、第３５条がそれになって

おります。それと、特別利用の教育の基準ということで、３６条に書かれております。

続きまして、右側の方です。特定地域型保育事業、利用定員に関する基準、これは第

３７条に利用の定員、子どもの区分を書かれております。それから、運営に関する基

準は、第３８条から第５０条まで、内容及び手続の説明及び同意、正当の理由のない

提供拒否の禁止等、あっせん、調整及び要請に対する協力、特定教育・保育施設等と

の連携、利用者負担等の受領、特定地域型保育の取扱方針、特定地域型保育に関する
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評価等、勤務体制の確保等、利用定員の遵守、記録の整備、秘密保持等、事故発生の

防止及び発生時の対応の基準がこの第３８条から５０条の中に書かれております。そ

の下ですけれども、特定地域型保育給付費に関する基準は、第５１条と第５２条に書

かれております。第５１条は、特別利用地域型保育の基準、第５２条は、特定利用地

域型保育の基準ということで書かれております。

それでは、議案に戻りまして、２２ページをお開きください。附則としまして、施

行期日、第１条、この条例は、法の施行の日から施行する。

第２条としまして、特定保育に関する特例。第３条、施設型給付等に関する経過措

置、第４条の小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置、第５条の連携施設に

関する経過措置、それぞれ附則として追加するものです。簡単ですが、以上で説明を

終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

ちょっと字句の確認だけど、５ページ目、説明資料の左側の一番下、特別利用保育

の基準、その下も特別利用保育の基準だけど、片方は特定でないの、これ。右側と対

比すると。訂正ちゃんとお願いします。生活福祉課長。いいのか。何でじゃあ、同じ

項目に同じ言葉が２つ並ぶ。教育と保育と。わかった。失礼しました。

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

説明資料の４ページで、保育の質とあります。１つこの中で確認できるのは、保育

の質の確保のための職員の処遇という、これも保育の質の１つだとは思うんですけれ

ども、町で想定している保育の質というのは、ほかにどういうことが上げられるのか。

◎ 議 長（伊藤政博）

暫時休憩します。

（ 休憩 午後 ２時４９分 ）

（ 再開 午後 ２時５１分 ）

◎ 議 長（伊藤政博）

休憩を取り消し、会議を再開します。

只今１番議員の質疑は取り消すということでありますので、そのように取扱い致し

ます。ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１８号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第１９号 知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
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る条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２７、議案第１９号、『知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第１９号、知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について。

知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制

定する。

本条例制定の趣旨について、ご説明を申し上げます。子ども子育て関連３法の成立

に伴い保育の量や種類を拡充するため、保育所認可制度の見直しにより小規模保育、

家庭的保育等を給付体系に組み入れるなどのきめ細かい教育・保育事業の展開促進が

図られることとなり、保育の質の確保のための職員の処遇改善など、量的拡充と質の

改善のため、本条例で家庭的保育事業等の設備及び職員配置等の基準について定める

ものであります。条例内容につきましては、生活福祉課長より説明をさせていただき

ます。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

それでは、この基準については、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問Ａ型

保育事業、事業所内保育事業、４種類からなっています。今後、知内町においても、

開設する事業者、または個人がいた場合の基準です。

それでは、予算説明資料、生活福祉課の見だし２の６ページでご説明致しますので、

６ページをお開きください。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準。

第１条から２１条までは、総則ということで記載しております。次の分類の家庭的

保育事業、これは第２２条から第２６条まで書かれています。基準としての規定、主

な事項ということで、乳児の保育室の面積は９．９㎡以上、衛生的な調理設備及び便

所の設置、満２歳以上幼児１人あたりの３．３㎡以上の屋外遊技場の設置、火災報知

器の設置と火災避難訓練の実施、家庭的保育者、嘱託医、調理員の配置、保育人数及

び保育時間の規定ということで、２２条から２６条まで書かれております。次に小規

模保育事業、これは２７条から３６条まで書かれていまして、この中では、Ａ型、Ｂ

型、Ｃ型というふうに小規模の保育事業は分かれております。それで、Ａ型について

は、全て保育士でなければならないというふうになっております。これは２８条から

３０条、Ｂ型については、保育士の２分の１以上が３１条、３２条に書かれておりま

す。それから、Ｃ型は必要な研修を終了した保育士、または保育士と同等以上の知識

等を有する町長が認める者ということで、第３３条から３６条に書かれています。調

理の方ですけれども、自園調理ということで、ただし、一定の要件により外部委託、

または連携施設、社会福祉施設、病院からの搬入を認めるということになっておりま

す。続きまして、居宅訪問型保育事業、これは３７条から４１条に書かれております。

中身は具体的保育要件に規定ということで、３７条、３８条、保育人数の規定という
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ことで、３９条に書かれております。事業者内保育事業については、４２条から４８

条、これは２０人以上と１９人以下で分かれていまして、２０人以上の場合の設備、

乳児室は１．６５㎡以上、保育室は３．３㎡以上、保育室が１．９８㎡以上というこ

とで、第４３条の方に書かれております。１９人以下乳児保育及び保育室ということ

で、３．３㎡以上、保育室１．９８㎡以上ということで、第４７条に書かれておりま

す。その他に利用定員、地域受入枠の規定ということで、４２条と４７条の方に書か

れております。調理はですね、自園調理、ただし、一定の要件により外部委託から、

または連携施設、社会福祉施設、病院から搬入を認めるということになっています。

それでは、議案に戻りまして、２２ページをお開きください。附則としまして、第

１条、施行期日ですけれども、この条例は、子ども子育て支援法及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。第２条、食事の提供

の経過措置。第３条連携施設に関する経過措置。第４条の小規模保育事業Ｂ型及び小

規模事業、町内保育事業の職員に関する経過措置。第５条の小規模保育事業Ｃ型の利

用に関する経過措置。それぞれ附則として追加するものです。以上で説明を終わりま

す。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第１９号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第２０号 知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２８、議案第２０号、『知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

副町長。

◎ 副 町 長（網野 真）

議案第２０号、知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について。

知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに制定する。
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本条例制定の趣旨でございます。子ども子育て関連３法の成立に伴い、地域におけ

る多様な子育て支援ニーズに応えるため、放課後児童クラブ、本町では学童保育を開

設してございますが、このサービスの拡充を図ることとしており、本条例では、放課

後児童健全育成事業の運営方針や設備、職員更には管理運営等に関する基準を定める

ものであります。条例の内容につきましては、生活福祉課長より説明を致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

この条例は、児童福祉法の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定めるものですけれども、分類として、大きく３つに分かれています。

運営方針の基準、施設と教育の基準、管理運営に関する基準からなっております。

それでは、予算説明資料見だし２の生活福祉課の７ページでご説明させていただき

ます。７ページをお開きください。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準、第１条、第２条は、趣旨及び定義でございます。分類としまして、運営方針の

基準、第３条から第８条、基準としての規定する主な事項ということで、最低基準の

目的と向上の規定、事業者の責務、放課後児童健全育成事業の一般原則、設備と職員

の基準については、第９条から第１０条、これについては、専用の区画面積は、児童

１人につき概ね１．６５㎡以上、支援の単位毎の放課後児童の支援数、放課後児童支

援の資格をここに書かれています。管理運営に関する基準ですけれども、法第１１条

から２１条まで記載しております。主なものですけれども、利用者を平等に取り扱う

原則、虐待等の禁止、衛生管理等施設の目的、運営方針、職員の職種、職員の数の重

要事項を定めた運用規定の策定、秘密保持、苦情への対応、開所時期及び日数、保護

者との連絡、関係機関との連携、事故発生の対応ということになっております。

それでは、議案に戻りまして、６ページをお開きください。

附則としまして、第１条、施行日ですけれども、この条例は、子ども子育て支援法

及び就学子どもに関する教育、保育の総合的な推進に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。

第２条、職員に関する経過措置については、附則として追加するものです。以上で

説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようでありますので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第２０号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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● 議案第２１号 知内町学童保育条例の一部を改正する条例について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第２９、議案第２１号、『知内町学童保育条例の一部を改正する条例につ

いて』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

議案第２１号、知内町学童保育条例の一部を改正する条例について。

知内町学童保育条例の一部を次のように改正する。

この条例の一部改正については、知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例に基づき、一部を改正するものです。

予算説明資料見だし２の生活福祉課の８ページでご説明致しますので、８ページを

お開きください。知内町学童保育条例、新旧対照表でご説明致します。

まず、第１条のこの条例は現行ですけれども、「知内町立小学校低学年」を削除し

ます。

それから、第２条の名称、設置及び定員ですけれども、「設置場所、知内町字重内

２１番地の１、知内町中央公民館内、定員３０名」を「設置場所、知内町字重内２１

番地の１、知内町複合施設内、定員を４０名」ということで改正したいと思います。

それから、第３条の現行「小学校３年生以下の児童」これを削除します。

それから、第４条、「指導員」とあるものを「支援員」に置き換えます。「学童保

育をするための指導（指導員）」、これを以下「支援員」に改正するものです。

それから、第４条の２項としまして、指導員の保育の資格のある者又は学童の指導

について知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。」を改正としてまして、

支援員は知内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第

１０条の規定する者のうちから、町長が任命する。」に改正するものです。

それから、第５条第３項、同一世帯から２人以上の学童が入所したときは、２人目

からそれぞれの保育料の額の２分の１の額とするものを同一世帯から２人以上の学童

が入所したときは、２人目からは１人につき、月額２，５００円を上限とするに改正

するものです。

それでは、条例の方に戻ってください。議案の方に戻りまして、知内町学童保育条

例の一部を改正する条例。附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

指導員を支援員に改めまして、そして、知識経験を有する者がなくなりました。そ

れで、先ほどの条例の中で、職員という形で、（１）から（９）まで明確にされたと

いうことで、いつも知識経験ということで議論するんですけれども、こうして明確に

職員を定めてもらえれば、大変、理解しやすい条例になるのかなと思っていますので、

今後とも知識経験については議論していただきたいと思います。それで、お尋ねしま
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す。「小学校３年生以下」を省くということで、定員が３０名から４０名の中で運営

をするということですけれども、以前、この複合施設を建てたときに、知内町だけで

なく、湯ノ里、涌元、他地区からも迎え入れるんだという話の中で、この建物を建設

したと思いますけれども、今、３０名から定員を４０名に増やし、この低学年を削っ

て可能なんでしょうか。逆に増える可能性ないですか。その辺、お尋ね致します。

◎ 議 長（伊藤政博）

生活福祉課長。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

ご説明します。只今の３０名から４０名の定員でございますけれども、現在３０名

で３０人ちょっと来ています。それで、４０名にしたのは、先ほどの条例の中で４０

人が１つのスパンなものですから、一応、４０人にしたということです。定員を増や

したことによって、人数が多分、増えてくると思います。低学年の部分でこれを削除

しましたので、基本的には小学校６年生まで国もやりなさいということですので、一

応ですね、４年、５年、６年になると、それぞれの部活だとかそういうものでやって

いますので、うちの考えとすれば、１０人くらい増えるとこの中でやっていけるのか

なというふうには思って４０人にしました。もし、これ４０人を超えた場合どうする

かといいますと、その場合ですね、４０人が１つの枠ですので、例えば、次８０人と

か、そういう形で２つのエリアをやらなければならないものですから、そのときにな

ったらその辺を考えながら定員の増もしていきたいなというふうに思っています。今

の学童施設の中はですね、今、新しくなるのは、定員は１点何人の１人そういう面積

ですので、３００何㎡ありますので、極端な話２００人くらいまで入れるというそう

いうスパンですので、十分対応できるのかなというふうに思っています。ただ、１番

議員さんの方からありましたように、条例でですね、今度は資格だとか、そういうも

のがはっきりしましたので、その場合、確保、例えば、保育士の確保とかそういうも

のはちょっと難しくなるのかなと。増えた場合ですね、それはちょっとうちの行政な

りの方で考えていかなければならないのではないかなと思っています。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

湯ノ里、涌元の受入れは。子ども達の受入れ。そのことも合わせて聞いているから。

◎ 生活福祉課長（松崎輝幸）

すみません。湯ノ里、涌元、現在はですね、涌元の子どももこちらの方に来ていま

す。ですから、そこも含めて学童はここで開催する予定です。湯ノ里も今回希望あっ

たんですけれども、いざ、いいですよとなったときに、うちの方、在宅サービス車１

台用意していますので、そういうものの対応は十分できますので、一応、ここでやる

ということになっております。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

１番、西山君。

◎ １ 番（西山和夫）

各地区からの受入れは、希望に添ってある程度、担保できるだろうと。車の支援体

制も整っているということでありますけれども、ただ、以前、低学年があったことに

よって、３年生と４年生の境目で、例えば、兄弟、兄弟がいれば、学童入れる子と学

童から外れる子、４年になれば基本的に外れますので、それを特例的に認めてきたと

いう経過もあるんですよね、それで、今、それを撤廃することによって、更に増える

可能というのは、想定できるだろうと思うんですよね。その場合の対応として、果た
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して、じゃあ、４０名で間に合うのかなという質問だったんですけれども、それを１

つのスパンとして考えて、増えた場合の対応もできるということでありますので、そ

れはそれで今後の推移を見守りたいと思います。

◎ 議 長（伊藤政博）

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから議案第２１号を採決します。

本案は原案のとおり決定するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 議案第２２号 町道路線の認定について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３０、議案第２２号、『町道路線の認定について』を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

建設水道課長。

◎ 建設水道課長（佐々木孝幸）

議案第２２号、町道路線の認定について。

道路法（昭和２７年法律第１８０号第８条）の規定により町道の路線を次のとおり

認定する。

説明資料見だし４の１ページをお開きください。箇所図を添付しております。黒く

塗りつぶしている道路が該当の箇所でございます。この道路につきましては、平成１

６年に町の方に寄付されておりまして、町内会から町道認定の要望が出されておりま

したが、２戸以上の家屋がなく、認定要件に合致しておりませんでした。ところが、

昨年２戸の家屋新築がありまして、町道認定要件を満足したということから今回議案

を提出するものでございます。

議案に戻っていただきまして、記と致しまして、路線番号、１３０、路線名、きら

く６号線、起点、字重内１０－３地先、終点、字重内１０－２地先、延長６０ｍ、幅

員４ｍとなってございます。以上、よろしくお願いします。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。２番、木村君。

◎ ２ 番（木村 一）

これについては、先ほど私、質問する気でいたんですけれども、森越地域にも課題

の道路がありまして、この課題については、先ほどきらくの当該地域住民から、詳細

な説明がございましたので、それを理解した上で、私、本会議場での質問はこれで終

わります。以上です。
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◎ 議 長（伊藤政博）

質疑がないようですが、ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですので、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですので、これで討論を終わります。

これから議案第２２号を採決します。

本案は原案のとおり決定するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第１号 必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書の提出

について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３１、意見書案第１号、『必要な介護サービスを受けられるよう求める

意見書の提出について』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第１号、必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書の提出につい

て。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して上記意見書を提

出するものとする。

平成２６年１２月１０日提出。提出議員、私、谷口康之、賛成議員は吉田峰一、木

村一、松井盛泰、泉政栄、敦澤良子の方々でございます。

必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書。

６月の通常国会で「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」（医療介護総合法）が可決されました。

要支援者の訪問介護と通所介護が介護予防給付から外されます。これは、多くの利

用者、介護事業所、現場職員、自治体などから法案提案前の段階で反対意見が強く出

されたため、要支援者の介護保険サービスすべてを取り上げる案を取り下げた経緯が

あります。

また、特養への入居・入所も要介護３以上に制限するとしています。認知症の利用

者では「軽度」の方が徘徊するなど介護する上で大変な事例はよく見られることです。

「軽度」のうちに適切な介護を受けることで心身の機能が維持されることは多くの介

護現場で認められているところです。さらに、一定以上の収入のある方の利用料２割

負担への引き上げ、低所得者の施設入所の居住費・食費を軽減する補足給付を制限す

るなどこれまでにない負担と給付制限が加えられようとしています。

つきましては、介護を必要とする高齢者がこれまでどおり介護福祉士など専門性を

持った職員によるサービスを継続して受けられるよう要望するものです。
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また、多くの介護事業所で賃金労働条件の厳しさから介護・看護職員の人手不足が

深刻化しています。特に広大な過疎地を有する北海道では看護師、理学療法士などの

専門職を確保することは困難になっており、必要な処遇改善とそのための国庫からの

援助を強く要望するものです。

誰もが必要な介護サービスを受けられるように、介護保険料の負担を軽減し、介護

サービスの基盤整備を図られるよう自治体に必要な財源を援助する必要があると考え

ます。以上の趣旨から、下記の通り要望するものです。

記、１．要支援者・要介護者へのすべての介護サービスをこれまで通り保険で継続

すること。

２．介護報酬を大幅に引き上げるとともに、国の責任で介護職員の確保・処遇改善

のための施策を早急に講じること。

３．介護保険料の値上げを抑え、介護の基盤整備を推進するため、国は地方自治体

に必要な財源を援助すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月１０日提出、北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣。以上です。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですので、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第１号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第２号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅

増員と処遇改善を求める意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３２、意見書案第２号、『安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護

従事者の大幅増員と処遇改善を求める意見書の提出について』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第２号、安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と

処遇改善を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定により、政府並びに関係行政庁に対して、上記意見書を

提出するものとする。平成２６年１２月１０日提出。提出議員、谷口以下、先ほどと
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同じですので省略させていただきます。

安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善を求める

意見書。

２０１４年成立した「医療介護総合法」は、国の公的責任を地方自治体と住民に転

嫁するものにほかなりません。医療費抑制のため病床・病院を削減し、病院から地域

に追い出された患者の受け皿は、地方自治体と住民の自助・共助でというものです。

ただでさえ厳しい自治体財政と医療・介護従事者の人材確保困難の中で、地域の医療

と介護を崩壊させかねないものと考えます。介護分野でも要支援者が利用できる訪問

介護、通所介護などの保険給付を外し「全国一律の保険給付から、地域ごとの事業へ」

と変容させることなどが盛り込まれています。限られた介護保険財政と人材の中でさ

らに自治体財政を圧迫することになります。

また、医療・介護の現場は現在も深刻な人員不足の中、長時間・過密労働で疲弊し

きっています。２０１３年に日本医労連が実施した「看護職員実態調査」（全国３２，

３７２人北海道１，５５６人）によると、北海道では「慢性疲労」７３．７％、健康

に「不安」「大変不安」は６０．２％となっています。「仕事をやめたい」と７５％

の看護職員が思い、その理由の１位が「仕事がきつい」２位が「賃金が安い」でした。

介護職員も介護労働安定センターの「２５年度介護労働実態調査」によれば、採用後

１年未満の離職率が４割におよび、労働条件の不満は「人手が足りない」（４５％）

「賃金が低い」（４４％）と答え、事業者側も「人材確保がむずかしい」（５４％）「今

の介護報酬では人材確保・定着のために充分な賃金を払えない」（４５％）と答えて

います。医療・介護の崩壊をくい止め、安全・安心な医療・介護を提供する上でも大

幅増員と賃金など処遇改善が急務です。そして診療報酬・介護報酬の改善なしには、

増員も賃金・労働条件改善もないといって過言ではありません。

以上の趣旨から、下記事項について要望します。

記、１．国の公的責任を自治体・住民に転嫁した医療介護総合法について、自治体

・住民に負担をかけない対策を国の責任として講じること。

２．安心・安全な医療・介護を実現するため医師・看護師・介護職員を大幅に増や

すこと。

３．国民（患者・利用者）の自己負担を軽減し、必要な増員と処遇改善の財源が確

保できる診療報酬・介護報酬に改善すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月１０日。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、以上

でございます。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第２号を採決します。
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本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第３号 介護保険制度及び子ども・子育て支援新制度に関する予算

の充実・強化を求める意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３３、意見書案第３号、『介護保険制度及び子ども・子育て支援新制度

に関する予算の充実・強化を求める意見書の提出について』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第３号、介護保険制度及び子ども・子育て支援新制度に関する予算の充実

・強化を求める意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定のより、政府並びに関係行政庁に対して上記意見書を提

出するものとする。

平成２６年１２月１０日提出。提出議員並びに賛成議員は、先ほどと同じですので、

省略をさせていただきます。

介護保険制度及び子ども・子育て支援新制度に関する予算の充実・強化を求める意

見書。

介護保険制度については、保険給付として要支援１と２の高齢者に提供されてきた

訪問介護と通所介護が、２０１５年４月から３年間かけて市町村事業への移行が進め

られます。

この見直しについては、多くの関係者および関係団体からは、地域資源や財政基盤

による「地域間格差の拡大」や必要なサービスが提供されないことによる「要支援者

の介護の重度化」および「介護労働者の処遇低下」などに関する不安が指摘されてき

ました。

こうした不安が現実のものにならないための施策の実施については、国会議論にお

ける厚生労働大臣答弁や法案採択にあたっての参議院厚生労働委員会における附帯決

議として採択されたところです。

２０１５年４月から本格実施が予定されている子ども・子育て支援新制度について

は、必要な予算が確保されていないことから、保育の質の改善策として実施が予定さ

れている保育士の配置基準の見直しや処遇改善および放課後児童クラブや児童養護施

設等の改善が極めて不十分な内容となっています。

つきましては、介護保険制度については、地域間格差やサービス低下および福祉労

働者の処遇低下を招くことなく、制度の充実をはかるとともに、子ども・子育て支援

新制度については、保育の質を改善するために、政府に以下の対策を求めます。

記、１．介護保険制度改正によって保険給付から市町村事業に移行された訪問介護

と通所介護については、地域間格差やサービス低下および福祉労働者の処遇低下を招

かないために必要な予算を確保すること。

２．子ども・子育て支援新制度の本格実施に必要とされる約１兆円の財源を確実に



- 73 -

確保すること。

３．介護労働者および保育士などの福祉人材の確保と処遇改善を進めるための予算

を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月１０日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉内閣総理大臣、厚生労働大臣

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第３号を採決します。

本案は原案のとおり決定するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

● 意見書案第４号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な

運用に関する意見書の提出について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３４、意見書案第４号、『年金積立金の専ら被保険者の利益のための安

全かつ確実な運用に関する意見書の提出について』を議題とします。

本案について、提出議員の説明を求めます。

提出議員、谷口康之君。

◎ ７ 番（谷口康之）

意見書案第４号、年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に

関する意見書の提出について。

地方自治法第９９条の規定のより、政府並びに関係行政庁に対して上記意見書を提

出するものとする。

平成２６年１２月１０日提出。提出議員、私、谷口康之、賛成議員は、木村一議員、

泉政栄議員、敦澤良子議員の方々であります。

年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書。

公的年金は高齢者世帯収入の７割を占め、６割の高齢者世帯が年金収入だけで生活

しています。また、特に高齢化率の高い都道府県では住民所得の１７％前後、家計の

最終消費支出の２０％前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となってい

ます。

そのような中で、政府は、成長戦略である「日本再興戦略（２０１３年６月１４日

閣議決定）」などにおいて、年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）に対し、

リスク性資産割合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを求めています。年金
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積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期

的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものであり、日本経済への貢献が目的

ではありません。まして、ＧＰＩＦには保険料拠出者である被保険者の意思を反映で

きるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま、政府が一方的に見直し

の方向性を示すことは問題であると言わざるを得ません。リスク性資産割合を高め、

年金積立金が毀損した場合、結局は厚生労働大臣やＧＰＩＦが責任をとるわけではな

く、被保険者・受給者が被害を被ることになります。

こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望します。

記、１．年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益

のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。

２．これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク

性資産割合を高める方向での急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損なう可

能性があり、また、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、行わないこ

と。

３．ＧＰＩＦにおいて、保険料拠出者である労使をはじめとするステークホルダー

が参画し、確実に意思反映できるガバナンス体制を構築すること。

以上、地方自治法第９９条の規定にもとづき、意見書を提出します。

平成２６年１２月１０日提出。北海道上磯郡知内町議会議長、伊藤政博。

〈提出先〉衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、以上の方々です。

◎ 議 長（伊藤政博）

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑がないようですから、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

討論がないようですから、討論を終わります。

これから意見書案第４号を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

以上、４件の意見書案については、提出先に送付の上、要望事項の実現を図りたい

と思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本案はそのように取り扱うことに決定しました。

● 議長発議 議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について

◎ 議 長（伊藤政博）

次に日程第３５、『議会閉会中の正副議長並びに議員の出張承認について』を議題

とします。

お諮りします。議会を代表として、正副議長並びに議員が出席又は派遣を要する諸



- 75 -

行事・慶弔・諸会議・研修・要望等のために出張することについて、予め議会の承認

を得たいと思います。このことを承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、議会閉会中に議会を代表して、出席又は派遣を

要する正副議長並び議員の出張について、承認することに決定しました。

なお、出席又は派遣をする議員については、その都度、議長において指名すること

にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認め、その都度、議長において指名することに決定しました。

● 閉会宣言

◎ 議 長（伊藤政博）

お諮りします。本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、ご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しまし

た。

これで本日の会議を閉じます。平成２６年第４回知内町議会定例会を閉会します。

どうも大変ご苦労様でした。

（ 閉会 午後 ３時３４分 ）


